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（
七
） 

      

文
久
三
癸
亥
年 

  
 

 
 

 

真
華
院
様 

 

御
發
輿
申
合
帳 

御
道
中
東
海
道
美
濃
路
通
御
休
泊
御
供
割 

 

三
月 

 

   
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

阿
部
家
文
書
第
２
２ 

 
 

 
  

（（
解
題
）
保
興
正
室
（
保
申
嫡
母
）
、
松
平
薩
摩
守
重
豪
九
女
で
あ
る
真
華
院
淑
子

は
、
文
久
二
（
１
８
６
２
）
年
六
月
勅
命
を
得
て
行
わ
れ
た
島
津
久
光
率
兵

出
府
に
よ
る
同
月
二
十
三
日
の
文
久
改
革
で
、
大
名
家
族
の
江
戸
在
住
規
定

が
解
除
さ
れ
た
の
を
機
に
国
許
の
郡
山
帰
城
を
決
意
し
、
翌
文
久
三
（
１
８

６
３
）
年
三
月
七
日
に
そ
の
準
備
を
年
寄
久
城
準
輔
に
命
じ
た
。
当
時
す
べ

て
の
大
名
家
族
が
帰
国
し
た
わ
け
で
は
な
い
の
で
、
こ
の
帰
郡
に
は
幼
年
の

藩
主
保
申
を
支
え
る
真
華
院
の
決
意
が
あ
っ
た
と
も
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
当

時
は
次
の
緊
迫
し
た
情
勢
に
あ
り
、
幸
橋
上
屋
敷
付
近
は
品
川
沖
に
停
泊
す

る
英
国
艦
隊
等
に
よ
る
砲
撃
危
険
地
帯
と
看
做
さ
れ
て
い
た
こ
と
も
考
慮
さ

れ
た
か
も
し
れ
な
い
。 

① 

文
久
二
年
八
月
二
十
一
日 

生
麦
事
件
（
久
光
行
列
の
妨
害
理
由
で
英
国
人
惨
殺
） 

② 

文
久
三
年
二
月
十
三
日 

 

将
軍
家
茂
上
洛
発
駕
（
三
月
四
日
に
二
条
城
着
） 

③ 

同
二
月
十
九
日 

 
 

 
 

英
国
公
使
、
生
麦
事
件
賠
償
金
十
万
ポ
ン
ド
要
求 

④ 

同
三
月
二
十
六
日 

 
 

 

西
洋
諸
国
、
横
浜
駐
兵
要
求
（
品
川
沖
に
軍
艦
集
結
） 

⑤ 

同
四
月
三
日 

 
 

 
 

 

真
華
院
江
戸
上
屋
敷
発
駕
（
二
十
七
日
郡
山
帰
城
） 

⑥ 

同
四
月
二
十
八
日 

 
 

 

生
麦
事
件
賠
償
金
支
払
い
受
諾
通
告 

 本
文
書
に
は
三
月
七
日
以
降
の
主
要
縁
戚
（
島
津
家
外
五
家
）
へ
の
相
談
、

そ
の
他
十
家
へ
の
通
知
に
始
ま
り
、
当
番
老
中
へ
の
届
出
（
条
件
付
許
可
）
、

美
濃
路
中
山
道
利
用
に
つ
い
て
の
嘆
願
（
厳
し
い
条
件
付
許
可
）、
家
老
薮
田

忠
左
衛
門
の
箱
根
関
所
先
行
折
衝
、
縁
戚
諸
家
へ
の
發
輿
日
決
定
通
知
、
そ

の
他
細
々
な
段
取
り
等
が
記
さ
れ
て
お
り
、
行
列
次
第
・
行
程
（
箱
根
湯
本

逗
留
）
等
も
簡
潔
に
記
さ
れ
て
い
る
（
阿
部
軍
内
が
行
列
現
場
責
任
者
）。
な

お
真
華
院
は
無
理
が
た
た
っ
た
の
か
、
翌
元
治
元
（
１
８
６
４
）
年
十
一
月

十
三
日
に
逝
去
し
て
い
る
。 
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１ 

 
 

 

文
久
三
癸
亥
年 

 

 
真
華
院
様 

御
發
輿
申
合
帳 

 
御
道
中
東
海
道
美
濃
路
通
御
休
泊
御
供
割 

 
 

 
 

三
月 

 

（
（
注
）
保
興
公 

正
室
淑
子 

 
 

 
松
平
薩
摩
守
重
豪
様
御
女 

 

真
華
院
殿
慈
芳
妙
淑
大
姉 
元
治
元
甲
子
１
８
６
４
年 

十
一
月
十
三
日 

（
（
万
歳
集
） 

 

２ 一 

真
華
院
様
御
事
、
去
秋
従 

公
邊
被
仰
出
候
御
趣
意
も
有
之
ニ

付 

 
 

今
度
御
國
許
へ
御
引
移
御
住
居 

被
遊
候
段
、
三
月
七
日
御
年
寄
月
番 

 
 

久
城
準
輔
殿
を
以
、
被
仰
出
之 

 

（
注
）
真
華
院
淑
子
は
、
島
津
久
光
率
兵
出
府
に
よ
る
文
久
改
革
で
、
大
名
家
族
の
江
戸
在
住
規
定
が
解

除
さ
れ
た
の
を
機
に
、
国
許
の
郡
山
帰
城
を
決
意
し
、
文
久
三
（
１
８
６
３
）
年
三
月
に
、
そ
の
準

備
を
年
寄
久
城
準
輔
に
命
じ
た
も
の
で
あ
る
。
当
時
す
べ
て
の
大
名
家
族
が
帰
国
し
た
わ
け
で
は
な

い
の
で
、
こ
の
帰
郡
に
は
幼
年
の
藩
主
保
申
を
支
え
る
真
華
院
の
決
意
が
あ
っ
た
と
も
考
え
ら
れ
る
。

ま
た
当
時
は
生
麦
事
件
の
賠
償
を
巡
っ
て
、
英
国
艦
隊
等
が
品
川
沖
か
ら
江
戸
城
を
砲
撃
す
る
と
の 

 
 

噂
も
あ
り
、
幸
橋
上
屋
敷
付
近
が
危
険
地
帯
と
な
り
得
る
こ
と
も
考
慮
さ
れ
た
の
か
も
知
れ
な
い
。

な
お
久
城
準
輔
は
（
仮
）
郡
山
藩
江
戸
名
簿
で
は
御
用
人
（
御
留
守
居
兼
）
と
あ
る
が
、

○分
に
は
記

さ
れ
て
い
な
い
。

○分
６
３
に
記
さ
れ
元
治
・
慶
応
期
に
江
戸
留
守
居
と
し
て
活
躍
す
る
久
城
壮
輔
の

縁
戚
と
思
わ
れ
る
。 

 
 

 

一 

右
ニ

付
同
十
五
日
、
両
御
末
家
様
御
家
老 

明
十
六
日
例
刻
、
壱
人
罷
出
候
様
御
留
守
居 

 
 

月
番
ゟ
案
内
差
出
之 

 

（
注
）
こ
の
決
定
を
先
ず
分
家
の
三
日
市
（
藩
主
柳
澤
徳
忠
）・
黒
川
（
藩
主
柳
沢
光
昭
）
両
藩
に
伝
え
る

べ
く
、
両
藩
江
戸
家
老
を
呼
出
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
な
お
両
藩
と
も
定
府
大
名
で
あ
り
、
藩
主
は

幕
末
の
一
時
期
を
除
い
て
、
国
許
に
帰
る
こ
と
は
無
か
っ
た 

 

一 

同
十
六
日
両
御
末
家
様
両
人
江

、
於
御
年
寄 

詰
所
、
左
之
御
書
付
一
通
ツ
ヽ
御
渡
有
之 

 
 

 

但
御
留
守
居
召
連
無
之
事 

櫻
田
御
家
老
平
服 

 
 

 
 

牧
田
文
蔵
殿 

下
谷
御
家
老 

 
 

 
 

奥
村
畯
助
殿 

 

 
 

 

去
秋
、
被 

仰
出
候
御
趣
茂

御
座
候
付 

真
華
院
様
御
事
、
郡
山
へ
御
引
移 

 
 

 

御
住
居
被
為
成
度
思
召
二

有
之
候
、
此
段 

民
部
少
輔
様
江

可
被
申
上
候 

 

（
注
）
民
部
少
輔
は
、
黒
川
第
七
代
藩
主
の
柳
澤
光
昭
（
み
つ
て
る
）
。
郡
山
藩
主
柳
澤
保
泰
の
十
男
で
、

天
保
七
年
に
家
督
相
続
。
官
位
は
従
五
位
下
、
伊
勢
守
、
伊
賀
守
、
民
部
少
輔
、
文
久
三
年
に
奏
者
番
。 

な
お
、
三
日
市
第
八
代
藩
主
は
安
政
三
年
に
家
督
相
続
し
た
当
時
十
歳
の
彰
太
郎
（
徳
忠
）
で
、
奥
村

は
郡
山
藩
か
ら
の
付
家
老
（

○分
５
３
御
鎗
奉
行
格
百
石
役
料
五
十
俵
、
江
戸
分
限
帳
３
ｂ
寄
合
並
七
十

七
石
役
料
八
十
二
俵
）
で
あ
っ
た
。
ま
た
黒
川
藩
上
屋
敷
は
桜
田
門
外
、
三
日
市
藩
は
浅
草
下
谷
に
あ

り
両
家
略
称
と
な
っ
て
い
る
。
な
お
光
昭
の
子
保
恵
は
保
申
の
婿
養
子
（
中
継
養
子
）
と
し
て
一
旦
柳
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澤
本
家
を
継
ぎ
、
保
申
実
子
で
あ
る
保
承
を
養
子
に
迎
え
て
本
家
を
継
承
さ
せ
て
い
る
。
た
だ
保
承
に

は
男
子
後
継
者
が
な
く
、
島
津
本
家
か
ら
斉
徳
を
婿
養
子
と
し
て
迎
え
て
い
る
。 

 右
壱
通 

一 

右
同
文
言 

 
 

 

彰
太
郎
様 

 
 

 

妙
壽
院
様 

 
 

 

仙
壽
院
様 

 
 

 

鋼
次
郎
様 

 

江

可
被
申
上
候 

 
 

 
 

三
月 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

 

（
注
）
妙
寿
院
以
下
に
つ
い
て
は
詳
細
不
明
。 

 

３ 

三
月 

 
 

 
 

 
 
 

御
留
守
居
御
使
者 

一 

薩
州
様 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

吉
田
良
之
進
殿 
○分
７
５
留
守
居
役 

 
 

 
 

修
理
太
夫
様
へ 

 

甲
斐
守
様 

御
口
上 

 

 
 

 
 

 

弥
御
機
嫌
能
被
成
御
座
、
珍
重
思
召
候 

猶
又
去
秋
被 

仰
出
候
御
趣
も
御
座 

 
 

 
 

 

候
ニ

付―
―

院
様
御
事
、
御
在
所
へ
御
引
越 

御
住
居
被
成
度
思
召
候
、
依
之
御
相
談 

 
 

 
 

 

御
使
者
を
以
、
被
仰
遣
候 

 
 

 
 

 
 
 

別
段 

  
 

 
 

 

本
文
御
差
急
被
成
候
付
、
殊
ニ

寄 

御
答
不
被
成
御
待
、
御
發
輿
被
成
候 

 
 

 
 

 

御
儀
茂

可
有
御
座
候
、
此
段
も
被
仰
遣 

置
候 

  
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 

此
段
御
在
所
表
ゟ
被
仰
付
越
候 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

御
使
者 

右
同
人 

 

（
注
）
薩
州
様
・
修
理
太
夫
様
は
、
島
津 

忠
義
（
た
だ
よ
し
）
、
天
保
十
一
（
１
８
４
０
）
年
四
月
二
十

一
日―

 

明
治
三
十
（
１
８
９
７
）
年
十
二
月
、
薩
摩
藩
の
第
十
二
代
（
最
後
の
）
藩
主
、
十
一
代
藩

主
斉
彬
の
弟
久
光
の
子
で
斉
彬
の
娘
暐
姫
の
婿
養
嗣
子
と
な
り
、
安
政
六
（
１
８
５
９
）
年
二
月
、

従
四
位
下
左
近
衛
少
将
に
叙
任
さ
れ
修
理
大
夫
を
称
す
る
。
淑
子
実
家
の
当
主
で
あ
る
。 

  
 

「
仰
せ
遣
わ
す
」
の
意
味
は
、
廣
辞
苑
で
は
「
上
の
者
が
下
の
者
に
言
い
や
る
」
と
し
、w

e
bl

i

辞
書

で
は
「
使
い
を
や
っ
（
遣
わ
し
）
て
お
言
葉
を
お
伝
え
に
な
る
」
と
し
て
い
る
が
、
こ
れ
は
廣
辞
苑

の
ほ
う
が
表
現
不
足
で
、
発
信
者
に
対
す
る
敬
語
表
現
は
あ
る
が
、
発
信
者
と
受
信
者
に
は
上
下
関

係
が
あ
る
と
は
限
ら
な
い
語
法
で
あ
っ
て
、we

bl
i

に
分
が
あ
る
。
ま
た
「
別
段
」
と
し
た
部
分
は
「
前

段
」
と
区
別
が
つ
き
に
く
い
が
、
こ
の
場
合
は
真
華
院
実
家
で
あ
る
島
津
家
当
主
に
は
、
一
応
相
談

す
る
形
式
、
他
の
縁
戚
諸
家
に
は
通
知
の
形
式
を
と
っ
て
お
り
、
そ
の
た
め
島
津
家
に
は
、
期
日
が

差
し
迫
っ
て
い
る
の
で
、
場
合
に
よ
っ
て
は
返
事
を
待
た
ず
に
（
島
津
当
主
が
在
邑
で
あ
れ
ば
、
往

復
一
ヶ
月
半
以
上
を
要
す
る
）
出
発
す
る
か
も
し
れ
な
い
の
で
予
め
承
知
し
て
お
い
て
ほ
し
い
と
言

う
特
別
の
口
上
を
付
加
し
て
い
る
の
で
「
別
段
」
と
い
う
表
現
を
記
し
た
と
考
え
て
お
く
。
も
ち
ろ

ん
本
文
が
「
前
段
」
付
加
部
分
が
「（
後
段
）」
と
い
う
考
え
も
あ
り
う
る
が
・
・
・ 

 
 

「
仰
付
越
」
も
現
場
で
の
臨
場
仰
付
で
は
な
く
、
遠
方
（
遠
方
）
か
ら
の
仰
付
で
あ
る
こ
と
を
示
し

て
い
る
。 

 

一 

真
田
信
濃
守
様 

 
 

 
 

戸
田
采
女
正
様 

 
 

 

同 
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本
多
能
登
守
様 

 
 

 

松
浦
豊
後
守
様 

 
 

 
 

 

戸
澤
上
総
介
様
之 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

桃
齢
院
様 

 
 

 

（
注
）
こ
こ
に
は
当
時
の
柳
澤
家
主
要
縁
戚
が
記
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
ら
の
関
係
に
つ
い
て
は
次
に
概

略
を
示
し
て
お
く
（
以
下 

付
属
資
料
参
照
）
。 

① 

真
田
信
濃
守 

真
田
家
松
代
藩
十
万
石
第
九
代
藩
主
信
濃
守
幸
教
で
あ
る
。
真
田
家
と
柳
澤
松

平
家
（
以
下
柳
澤
家
）
の
関
係
は
、
松
代
藩
第
四
代
弾
正
忠
信
弘
の
娘
貞
徳
院
輝
子
が
郡
山
藩

第
二
代
伊
信
（
信
鴻
）
の
継
室
（
後
妻
）
と
な
り
、
第
三
代
保
光
を
生
ん
だ
（
正
室
の
藩
主
実

母
は
柳
澤
家
で
唯
一
例
）
こ
と
に
始
ま
る
。
さ
ら
に
松
代
藩
第
八
代
に
松
平
定
信
の
子
幸
貫
が

養
子
藩
主
と
な
り
、
譜
代
に
席
替
え
し
て
老
中
に
な
っ
た
が
、
そ
の
世
子
豊
後
守
幸
良
（
栄
）

の
正
室
と
し
て
郡
山
藩
第
四
代
保
泰
の
娘
牧
（
定
）
子
を
迎
え
た
。
と
こ
ろ
が
幸
良
は
藩
主
就

任
の
前
に
三
十
歳
で
没
し
、
幸
良
の
子
幸
教
が
第
九
代
藩
主
と
な
り
、
牧
子
は
貞
松
院
と
な
っ

た
。
従
っ
て
牧
子
は
藩
主
嫡
母
で
は
あ
る
が
、
幸
教
は
祖
父
幸
貫
の
養
子
と
し
て
藩
主
と
な
っ

て
い
る
の
で
、
若
干
微
妙
な
立
場
か
も
し
れ
な
い
。 

② 

戸
田
采
女
正 

戸
田
家
大
垣
藩
十
万
石
第
十
代
采
女
正
氏
彬
で
あ
る
。
先
代
氏
正
の
正
室
親
子

が
、
淑
子
と
同
じ
く
島
津
重
豪
の
娘
で
、
保
申
に
と
っ
て
は
従
兄
弟
関
係
に
な
る
。
ま
た
第
七

代
氏
教
（
老
中
）
の
娘
承
天
院
貞
子
が
、
郡
山
藩
四
代
保
泰
の
正
室
で
あ
る
。 

③ 

本
多
能
登
守 

本
多
家
陸
奥
泉
藩
一
万
八
千
石
第
六
代
藩
主
能
登
守
忠
紀
で
あ
る
。
同
人
の
先

代
で
兄
越
中
守
忠
徳
の
正
室
は
、
郡
山
藩
四
代
保
泰
の
娘
馨
（
芳
）
子
で
あ
り
、
兄
の
養
子
と

し
て
藩
主
と
な
っ
た
忠
紀
の
嫡
母
に
あ
た
る
（
妙
芳
院
）
。
ま
た
同
人
の
継
室
が
郡
山
藩
三
代

保
光
子
で
三
日
市
藩
六
代
藩
主
柳
澤
里
顕
の
娘
で
あ
る
（
因
み
に
一
族
の
本
多
忠
直
は
享
保
期

郡
山
藩
主
）
。 

④ 

松
浦
豊
後
守 

松
浦
家
平
戸
新
田
藩
一
万
石
第
九
代
藩
主
豊
後
守
脩
で
あ
る
。
先
代
皓
の
正
室

が
郡
山
藩
三
代
保
光
の
娘
睦
（
鈴
）
子
で
脩
の
嫡
母(

随
仙
院)

。
ま
た
同
人
の
妹
が
三
日
市
藩

七
代
柳
澤
泰
孝
（
保
光
孫
）
の
正
室
。 

⑤ 

戸
澤
上
総
介 

戸
澤
家
新
庄
藩
八
万
三
千
石
第
十
一
代
藩
主
上
総
介
正
実
で
あ
る
。
先
代
正
令 

の
正
室
貢
子
（
正
実
実
母
で
桃
齢
院
）
が
淑
子
と
同
じ
島
津
重
豪
娘
で
、
保
申
と
従
兄
弟
関
係
。

な
お
曾
祖
父
八
代
正
親
の
娘
は
黒
川
藩
六
代
柳
澤
光
被
の
正
室
。 

 

御
口
上 

４ 

弥
御
機
嫌
能
被
成
御
座
、
珍
重 

思
召
候
、
猶
又
去
秋
被 

仰
出
候 

御
趣
茂

御
座
候
付
、
真
華
院
様 

御
事
、
御
在
所
へ
御
引
越
御
住
居 

被
成
度
思
召
候
、
右
為
御
知
、
御
使
者 

を
以
被
仰
遣
候 

 

 
 

 

御
惣
客
様
江

も 

 
 

 
 

 
 

此
段
御
在
所
表
ゟ
、
被
仰
付
越
候 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

御
使
者 

 
 

 

一 

松
平
右
京
亮
様 

 
 
 

 

高
崎
藩
主 

 

 
 

阿
部
主
計
頭
様 

 
 
 

 

福
山
藩
主 

 
 

相
馬
大
膳
亮
様 

 
 
 

相
馬
中
村
藩
主 

 
 

戸
田
淡
路
守
様 

 
 
 

大
垣
新
田
藩
主 

 
 

柳
生
但
馬
守
様 

 
 
 

 

柳
生
藩
主 

 
 

中
川
修
理
太
夫
様 

 
 

 
 

岡
藩
主 

 
 

小
笠
原
佐
渡
守
様 

 
 

 

唐
津
藩
主 

 
 

武
田
大
膳
太
夫
様 

 
 

 

高
家
旗
本 

 
 

柳
澤
孫
左
衛
門
様 

 
 

 

不
明 

以
手
紙
致
啓
上
候
、
然
者

去
秋
被
仰
出 
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候
御
趣
も
有
之
候
付
、―

―

院
様
御
事 

御
在
所
へ
御
引
越
御
住
居
被
成
度
思
召
候 

右
為
御
知 

―
―

様
江

被
仰
遣
候
、
此
段
各 

様
迠
、
宜
得
御
意
候
旨
、
甲
斐
守
様
御
在
所 

 
 

表
ゟ
、
被
仰
付
越
候
間
、
如
斯
御
座
候 

以
上 

 
 

 
 

 

三
月
十
一
日 

 

（
注
）
３
の
松
平
修
理
大
夫
等
の
六
家
が
一
応
「
相
談
」
の
趣
旨
を
述
べ
て
い
る
の
に
対
し
、
こ
こ
で
は 

明
ら
か
に
「
通
知
」
の
趣
意
と
な
っ
て
お
り
、
縁
故
に
若
干
の
差
を
感
じ
さ
せ
ら
れ
る
。 

⑥ 

松
平
右
京
亮 

大
河
内
松
平
家
高
崎
藩
八
万
二
千
石
第
十
一
代
藩
主
右
京
亮
輝
声
と
思
わ
れ
る
。 

 
 

 
 

大
河
内
松
平
家
と
柳
澤
家
の
関
係
は
、
吉
保
娘
綾
子
が
高
崎
藩
主
輝
貞
の
養
女
と
し
て
本
庄
松

平
家
浜
松
藩
主
豊
後
守
資
訓
の
継
室
と
な
り
、
ま
た
吉
保
養
女
市
子
が
高
崎
藩
初
代
右
京
亮
輝

貞
の
正
室
と
な
っ
た
こ
と
で
始
ま
る
が
、
さ
ら
に
第
三
代
右
京
太
夫
輝
高
（
老
中
）
娘
の
永
子

が
郡
山
藩
三
代
保
光
の
正
室
に
な
り
、
第
四
代
輝
和
の
娘
幸
子
が
保
民
（
松
涼
院
早
世
）
の
正

室
と
な
っ
て
い
る
が
、
そ
れ
以
降
の
関
係
は
確
認
で
き
な
い
。 

⑦ 

阿
部
主
計
頭 

阿
部
家
福
山
藩
十
万
石
第
九
代
藩
主
主
計
頭
正
方
と
思
わ
れ
る
。
阿
部
家
と
の

関
係
は
二
代
伊
勢
守
正
福
の
娘
が
黒
川
藩
第
五
代
伊
賀
守
信
有
の
継
室
と
な
り
、
郡
山
藩
第
二

代
信
鴻
の
娘
方
子
が
福
山
藩
四
代
備
中
守
正
倫
（
老
中
）
の
正
室
と
な
っ
て
い
る
が
、
そ
れ
以

降
は
確
認
で
き
な
い
。 

⑧ 

相
馬
大
膳
亮 

相
馬
家
中
村
藩
六
万
石
第
十
二
代
藩
主
大
膳
亮
充
胤
で
あ
る
。 

 
 

 
 

正
室
が
郡
山
藩
第
四
代
保
泰
の
娘
本
明
院
隣
（
詠
）
子
。
彼
女
は
安
政
三
年
に
没
し
て
い
る
。 

⑨ 

戸
田
淡
路
守 

戸
田
分
家
大
垣
新
田
藩
一
万
石
第
八
代
藩
主
淡
路
守
氏
良
で
あ
る
。 

 
 

 
 

第
七
代
淡
路
守
氏
綏
の
正
室
が
郡
山
藩
三
代
保
光
の
娘
英
鑑
院
鎮
子
で
、
氏
良
は
そ
の
養
嗣
子

で
あ
る
か
ら
鎮
子
は
嫡
母
に
当
た
る
。
ま
た
実
父
は
大
垣
藩
第
九
代
氏
正
で
あ
り
、
そ
の
正
室

は
重
豪
娘
親
子
で
あ
る
。 

⑩ 

柳
生
但
馬
守 

柳
生
家
柳
生
藩
一
万
石
第
十
三
代
藩
主
但
馬
守
俊
益
で
あ
る
。 

郡
山
藩
と
柳
生
藩
の
関
係
は
深
く
、
第
七
代
備
前
守
俊
峯
の
実
父
松
代
藩
第
四
代
真
田
弾
正
忠

信
弘
の
娘
輝
子
は
郡
山
藩
第
二
代
信
鴻
正
室
で
、
第
三
代
保
光
の
実
母
で
あ
る
か
ら
、
俊
峯
は

保
光
の
叔
父
に
あ
た
る
。
さ
ら
に
第
九
代
俊
豊
は
保
光
六
男
で
あ
り
、
ま
た
第
十
二
代
俊
順
は 

高
家
武
田
左
京
太
夫
信
之
の
次
男
で
あ
る
が
、
信
之
は
保
光
七
男
で
あ
る
か
ら
、
彼
は
保
光
孫

に
あ
た
る
。
さ
ら
に
第
十
三
代
俊
益
は
俊
順
弟
で
信
之
五
男
で
あ
る
か
ら
、
同
じ
く
保
光
孫
で

あ
る
。 

⑪ 

中
川
修
理
大
夫 

中
川
家
岡
藩
七
万
石
第
十
二
代
藩
主
修
理
大
夫
久
昭
で
あ
ろ
う
。 

久
昭
の
先
々
代
第
十
代
藩
主
修
理
大
夫
久
貴
は
、
保
光
五
男
で
第
九
代
藩
主
久
持
の
末
期
養
子

で
あ
る
。
久
貴
に
は
実
子
が
い
た
が
、
何
故
か
正
室
と
の
間
の
娘
育
に
婿
養
子
と
し
て
井
伊
家

第
十
三
代
藩
主
掃
部
頭
直
中
の
七
男
久
教
（
井
伊
直
弼
の
兄
）
を
迎
え
て
い
る
（
松
平
信
明
養

女
で
あ
る
正
室
の
圧
力
と
も
言
わ
れ
る
が
不
詳
）
。
そ
の
久
教
に
は
子
が
な
く
大
洲
藩
第
十
代

藩
主
加
藤
遠
江
守
泰
済
の
娘
栄
子
を
養
女
と
し
て
、
藤
堂
家
安
濃
津
藩
二
十
七
万
石
第
十
代
藩

主
和
泉
守
高
兌
の
次
男
久
昭
を
婿
養
子
と
し
て
い
る
（
久
貴
に
は
別
に
実
娘
が
い
た
が
、
岸
和

田
藩
五
万
三
千
石
十
代
藩
主
岡
部
内
膳
正
長
和
の
正
室
と
な
っ
て
い
る
）
。
郡
山
藩
と
し
て
は

多
額
の
持
参
金
を
付
け
た
久
貴
の
中
川
家
養
子
縁
組
が
無
駄
に
な
っ
て
い
る
。 

⑫ 

小
笠
原
佐
渡
守 

小
笠
原
家
唐
津
藩
六
万
石
第
五
代
藩
主
長
国
と
思
わ
れ
る
。 

初
代
藩
主
（
棚
倉
藩
か
ら
転
封
）
長
昌
に
は
長
男
長
行
が
い
た
が
、
没
時
一
歳
と
幼
少
の
た
め 

長
行
が
四
十
一
歳
で
世
子
と
し
て
老
中
と
な
る
ま
で
の
四
十
年
間
に
、
酒
井
家
庄
内
藩
十
七
万

石
藩
主
左
衛
門
尉
忠
徳
六
男
の
長
泰
、
旗
本
小
笠
原
長
保
次
男
の
長
会
、
郡
山
藩
主
保
泰
の
九

男
長
和
、
戸
田
松
平
家
松
本
藩
六
万
石
藩
主
丹
波
守
光
庸
長
男
の
長
国
と
実
に
四
名
の
養
子
藩

主
が
続
い
て
い
る
。
こ
の
な
か
に
は
実
子
が
居
な
が
ら
養
嗣
子
を
迎
え
た
藩
主
も
お
り
、
恰
も 

藩
を
挙
げ
て
養
嗣
子
ビ
ジ
ネ
ス
に
取
り
組
ん
で
い
る
気
配
さ
え
感
じ
ら
れ
る
。
こ
の
中
で
長
和

は
十
五
歳
で
養
子
藩
主
と
な
り
在
任
四
年
二
十
歳
で
没
し
て
い
る
。
江
州
領
足
立
家
文
書
に
よ

れ
ば
天
保
七
年
長
和
の
養
子
縁
組
入
用
金
と
し
て
、
一
万
五
千
両
（
近
江
領
六
千
両
）
が
調
達

さ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
僅
か
四
年
間
で
郡
山
藩
か
ら
後
継
者
を
出
す
間
も
な
く
潰
え
て
い
る
。 

⑬ 

武
田
大
膳
大
夫 

高
家
旗
本
武
田
家
第
八
代
大
膳
大
夫
崇
信
と
思
わ
れ
る
。 

柳
澤
家
は
甲
斐
源
氏
（
新
羅
三
郎
）
武
田
氏
の
傍
流
を
称
し
て
い
る
の
で
、
宗
家
と
も
言
う
べ
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き
信
玄
末
裔
の
高
家
武
田
家
と
は
深
い
関
係
を
結
ん
で
い
る
。
高
家
武
田
氏
初
代
は
信
玄
孫
の

信
道
に
始
ま
り
、
そ
の
子
信
興―

信
安
の
次
代
に
信
鴻
三
男
の
信
明
が
養
嗣
子
と
な
り
、
実
子

護
信
に
つ
な
が
る
。
護
信
は
甲
斐
源
氏
の
流
れ
を
持
つ
小
笠
原
家
と
も
縁
を
持
つ
水
戸
徳
川
系

松
平
家
守
山
藩
二
万
石
第
三
代
藩
主
大
学
頭
頼
亮
三
男
の
信
典
を
養
嗣
子
と
し
た
が
、
信
典
は

保
光
七
男
の
信
之
を
養
子
と
し
、
さ
ら
に
信
之
は
信
典
実
子
の
崇
信
を
養
嗣
子
と
し
た
。 

信
之
は
柳
生
家
に
次
男
俊
順
・
五
男
俊
益
、
黒
川
藩
に
柳
澤
光
邦
を
送
っ
て
い
る
。 

 

５ 一 

三
月
十
三
日
、
御
用
番
井
上
河
内
守
様
江 

御
留
守
居
罷
出
、
御
取
次
へ
對
談
二
而

左
之 

 
 

御
伺
書
差
出
之 

去
秋
被 

仰
出
候
趣
も
御
座
候 

二

付 
 

私
養
母
此
節
在
所
江

差 

遣
住
居
為
致
度
奉
存
候
、
此
段 

奉
伺
候 

以
上 

 
 

 
 

 
 
 

三
月
朔
日 

 
 
 

 
 

御
名 

 

（
注
）
井
上
河
内
守
正
直
は
当
時
浜
松
藩
主
、
文
久
二
年
よ
り
老
中
。
三
月
の
用
番
老
中
で
あ
ろ
う
。
藩

主
の
正
式
伺
書
で
あ
る
が
、
こ
の
十
数
日
の
日
付
相
違
は
、
当
時
藩
主
保
申
が
在
郡
中
の
た
め
と
思

わ
れ
る
。 

 

一 

即
夕
御
呼
出
二

付
、
御
留
守
居
罷
越
候
處
、
今
朝 

被
差
出
候
御
伺
書
へ
、
御
附
札
被
成
御
渡
有
之 

書
面
之
趣
者

、
非
常
人
数
出
手
當
等 

差
支
無
之
候
ハ
ヽ
、
此
節
差
遣
候
而

も 

不
苦
候 

一 

右
御
差
圖
相
済
候
二

付
、
兼
而

被
仰
付
越
置
候
旨 

ニ

て
御
挨
拶
御
使
者
番
出
ス 

一 

右
同
断
二

付
、
御
用
頼
伊
澤
美
作
守
様
江

御
写 

白
木
状
箱
江

入
、
御
留
守
居
手
紙
添
出
ス 

一 

兼
而

御
相
談
且
為
御
知
被
仰
遣
置
候
至
而 

御
近
親
様
方
、
為
御
知
左
之
通 

以
手
紙
致
啓
上
候
、
此
程
為
御
知
被
仰
遣
候 

真
華
院
様
御
事
、
来
月
三
日
御
當
地 

 
 

 
 

御
發
途
被
成
候
御
積
御
座
候
、
日
限
等
相
違 

も
無
之
候
ハ
ヽ
、
最
早
別
段
為
御
知
被 

 
 

 
 

仰
遣
間
敷
候
、
右
ニ

付
其
節
御
附
使
者 

等
之
儀
、
不
一
ト
通
堅
御
断
、
為
御
知
旁
被 

仰
遣
候
、
此
段
各
様
迠
宜
得
御
意
候
旨
、
甲
斐
守 

様
兼
而

御
在
所
ゟ
被
仰
付
越
候
間
、
如
斯
御
座
候 

以
上 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

６ 
 

三
月 

 
 

 

（
注
）
老
中
か
ら
承
認
附
紙
が
出
た
の
で
、
御
用
頼
（
公
儀
仲
介
役
で
当
時
大
目
附
）
旗
本
の
伊
沢
美
作

守
に
写
書
を
渡
し
置
い
た
も
の
（
１
０
（
注
）
参
照
）
。
な
お
「
不
一
ト
通
（
ひ
と
と
お
り
な
ら
ず
）
」

は
念
を
押
す
慣
用
句
。 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

一 

右
ニ

付
中
、
為
御
知
之
外
御
同
席
様
方
并 

真
華
院
様
御
続
之
御
方
々
様
へ
、
為
御
知 

 
 

奉
札
左
之
通 

 
 
 
 
 
 
  

以
手
紙
致
啓
上
候
、
然
者

去
秋
被 

仰
出
候
御
趣
も
御
座
候
二

付
、
甲
斐
守 

 
 

 
 

様
御
養
母
真
華
院
様
御
事
、
御
在
所
へ 
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御
引
越
御
住
居
被
成
度
思
召
候
、
依
之 

 
 

 
 

来
月
三
日
御
當
地
御
發
駕
被
成
候 

御
積
御
座
候
、
右
ニ

付
其
節
御
附
使
者 

 
 

 
 

等
之
儀
、
不
一
ト
通
堅
御
断
、
為
御
知 

旁
被
仰
遣
候
、
此
段
各
様
迠
宜
得 

 
 

 
 

御
意
候
旨
、
御
在
所
ゟ
被
仰
付
越
候
間 

如
斯
御
座
候
以
上 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

三
月 

 
 

 
 

 
 

猶
以
、
御
日
限
御
相
違
も
無
之
候
得
者

、
最 

早
別
段
被
仰
遣
間
敷
候
以
上 

 

（
注
）
右
ニ

付
「
中
」
の
部
分
意
味
不
明
。
「
御
同
席
」
は
江
戸
城
伺
候
席
の
こ
と
で
、
こ
の
場
合
は
「
帝

鑑
の
間
席
」
大
名
仲
間
を
意
味
す
る
。 

 

一 

三
月
十
九
日
、
御
用
番
井
上
河
内
守
様
へ
御
留 

守
居
罷
越
、
御
取
次
へ
對
談
左
之
御
伺
書 

差
出
之 私

養
母
儀
、
此
節
在
所
へ
差
遣
住 

居
為
致
度
段
、
伺
之
通
御
差
圖
相 

済
候
付
、
在
所
へ
差
遣
候
節
、
東
海
道 

旅
行
為
致
候
積
ニ

御
座
候
、
然
處
持
病
ニ 

眩
暈
有
之
、
渡
海
難
儀
仕
候
、
依 

之
可
相
成
儀
ニ

御
座
候
ハ
ヽ
、
東
海
道 

美
濃
路
通
、
中
仙
道
旅
行
為
仕
度 

７ 

奉
存
候
、
此
段
奉
伺
候
以
上 

 

三
月
七
日 

 
 

 

御
名 

（
注
）
藩
主
保
申
よ
り
、
真
華
院
に
は
眩
暈
の
持
病
が
あ
る
と
し
て
、
「
宮
」
か
ら
「
桑
名
」
迄
海
上
七 

里
の
舟
旅
が
予
定
さ
れ
て
い
る
東
海
道
を
避
け
、
尾
張
・
美
濃
の
陸
路
を
取
り
、
清
須
・
墨
俣
・
垂 

井
等
経
由
で
中
山
道
に
合
流
す
る
美
濃
路
旅
程
を
願
出
た
。 

 
 
 

 

一 

同
廿
六
日
、
御
同
人
様
ゟ
御
呼
出
二

付
、
御
留
守
居
罷 

越
候
處
、
被
差
出
候
御
伺
書
へ
御
附
札
被
成
、
御
渡 

有
之 

通
し
人
馬
相
對
雇
、
又
者

自
己 

之
従
者
而
已

召
連
候
儀
者

格
別 

 

 
 

 
 

継
人
馬
相
雇
通
行
之
儀
者
、

可
被 

見
合
候 

 

（
注
）
藩
主
保
申
よ
り
、
真
華
院
に
は
め
ま
い
の
持
病
が
あ
る
の
で
海
路
は
避
け
た
い
旨
、
当
番
老
中
に

伺
が
な
さ
れ
、
約
一
週
間
も
の
期
間
（
あ
る
種
の
嫌
が
ら
せ
か
）
を
お
い
て
美
濃
路
中
仙
道
周
り
が

一
定
の
条
件
付
（
通
し
相
対
雇
か
家
来
帯
同
で
公
定
の
宿
場
継
人
足
雇
は
認
め
な
い
）
で
承
認
さ
る
。 

  
 

三
月
廿
八
日 

一 

真
華
院
様 

御
發
輿
御
供
揃 

左
之
通
被
仰
出
候 

 
 

 
 

 

一 

来
月
三
日 

 
 

 
 

 
 
 

真
華
院
様
御
發
輿
御
供
揃 

 
 

 
 

 
 
 

一
番 

 
 

 
 

朝
六
半
時 

 
 

 
 

 
 
 

二
番 

 
 

 
 

同
五
ツ
時 

 
 

 
 

 
 
 

御
發
輿 

 
 
 

同
五
半
時 

 
 

 
 

 
 

右
之
通
被
仰
出
之 

 
 

 
 

 
 
 

三
月
廿
八
日 
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（
注
）
一
番
・
二
番
は
出
発
準
備
の
こ
と
で
、
約
半
時
毎
に
準
備
を
整
え
て
出
発
す
る
（
陣
立
と
同
様
）
。 

 

一 
来
月
三
日 

 
 

真
華
院
様
御
發
輿
御
道
筋 

表
御
門
引
明
口
ゟ
御
出
門
、
夫
ゟ 

８ 

 
 

幸
橋
御
門
、
田
村
小
路
切
通
し
、
三
田 

通
品
川
御
昼
、
川
崎
宿
御
泊 

 
 

 
 

 
 
 

三
月
廿
八
日 

 

一 

四
月
二
日
、
御
宿
割
と
し
て
河
野
庫
三
并 

小
人
目
付
西
川
元
助
両
人
出
立
有
之 

 

（
注
）
河
野
は

○分
１
３
７
使
番
五
十
石
（
江
戸
分
限
帳
で
は
勘
定
奉
行
格
五
十
石
役
料
二
十
俵
）
、
西
川

は
坊
主
格
で
あ
り
、
宿
所
の
下
見
確
認
に
先
発
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
な
お
行
程
は
幸
橋
上
屋
敷
を

出
発
後
、
幸
橋
御
門
（
現
在
の
新
橋
・
内
幸
町
付
近
）
を
通
過
し
、
愛
宕
下
大
名
小
路
の
北
部
分
、

田
村
右
京
大
夫
屋
敷
の
前
＝
田
村
小
路
を
南
下
、
東
西
に
走
る
三
田
通
で
左
折
し
、
海
岸
沿
い
の
東

海
道
に
出
て
品
川
宿
で
昼
食
、
川
崎
宿
泊
と
な
っ
て
い
る
） 

 

一 

真
華
院
様
、
箱
根
・
今
切
御
関
所
証 

文
御
附
添
為
御
迎
、
四
月
朔
日
御
家
老 

薮
田
忠
左
衛
門
御
越
、
二
本
道
具
・
率
馬
御
跡 

 

押
也 

 

（
注
）
文
久
二
年
秋
の
改
革
に
よ
り
認
め
ら
れ
た
異
例
の
大
名
家
族
移
住
で
あ
る
た
め
、
関
所
で
の
揉
め 

 
 

事
を
避
け
る
べ
く
、
家
老
薮
田
忠
左
衛
門
が
直
々
に
関
所
事
前
交
渉
に
当
た
っ
て
い
る
貴
重
な
事
例
。 

 
 

な
お
「
今
切
」
は
浜
名
湖
付
近
の
第
二
関
所
で
、
新
居
関
所
と
も
呼
ば
れ
た
が
、
箱
根
に
比
し
て
か 

な
り
柔
軟
で
あ
っ
た
と
さ
れ
る
。 

 
 

 
 

 
 

  
 

 
 

上
包 

 
 

箱
根
御
関
所
通
切
手 

 
 

 
 

直
紙 

 
 

 

程
村
紙 

 
 

 
 

 

但
今
切
御
関
所
同
断 

 (

注)
 

関
所
通
行
切
手
は
一
般
的
に
関
所
手
形
と
称
さ
れ
る
も
の
。
な
お
「
程
村
紙
」
は
栃
木
那
須
地
方
の 

程
村
原
産
の
上
質
紙
で
証
書
・
手
形
等
の
重
要
書
類
に
使
用
さ
れ
た
。 

 

松
平
甲
斐
守
養
母
并

召
仕
下 

女
共
上
下
弐
拾
人 

右
者

従
江
戸
和
州
郡
山
迠 

罷
越
申
候
、
御
関
所
御
通
可
被 

下
候 

以
上 

 
 

 
 

 
 
 

御
名
内 

 

薮
田
忠
左
衛
門 

 

印 

 
 

 
 

文
久
三
癸
亥
年 

四
月
三
日 

９ 

箱
根 

 
 

 

御
関
所 

 
 

 

御
番
衆
中 

 
 

 
 

今
切
右
同
文
言
也 

 
 

 
 

 
 
 

 

四
月
三
日 

 

（
注
）
薮
田
忠
左
衛
門
は
当
時
家
老
で
あ
り
、
○分
２
５
で
は
家
老
職
を
引
き
（
お
そ
ら
く
慶
応
三
年
三
月
） 

寄
合
衆
と
な
っ
て
い
る
。
市
史
に
会
津
藩
士
に
よ
る
暗
殺
記
事
が
あ
る
が
、
こ
れ
は
養
子
薮
田
極
人 

（
天
誅
組
討
伐
隊
軍
監
）
と
の
混
同
に
よ
る
も
の
で
、
全
く
の
事
実
誤
認
で
あ
る
。
な
お
「
名
内
」 

は
一
般
的
に
「
名
代
」
の
こ
と
。 
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一 

真
華
院
様
益
御
機
嫌
能
、
四
半
時
過 

御
国
許
江 

御
發
輿
被
遊
候
諸 

 
 

向
申
合
帳
之
通
、
申
合
之 

  
 

 
 

厳
敷
御
倹
約
二

付 
 

 
 

 
 

 

櫻
田
様
御
家
老 

 

牧
田
文
蔵 

 
 

 
 

器
并

掛
合
支
度
也 

 
 
 

 
 

 

下
谷
様
同 

 
 

 

奥
村
畯
助 

 
 

 
 

 

 
 

 

右
之
通
御
附
使
者
御
見
立
、
表
御
門
内
滝 

―
―

并

両
御
末
家
様
御
家
老
両
人
、
披
露 

 
 

 

大
目
付
岩
手
孫
右
衛
門
也
、
御
門
外
大
目
付 

并

御
留
守
居
両
人
、
左
右
ニ

罷
出
候
處
、
大
目 

 
 

 

付
一
人
二

付
、
御
留
守
居
一
人
罷
出
ル 

 

（
注
）
岩
手
孫
右
衛
門
は
、
元
治
元
（
１
８
６
４
）
年
の
藩
主
保
申
領
内
巡
見
に
同
行
し
た
用
人
、
分
限

帳
に
は
見
え
ず
（
江
戸
分
限
帳
で
は
５
ｆ
大
目
附
百
石
役
料
三
十
俵
）
。
お
そ
ら
く

○分
２
４
６
松

之
間
詰
二
百
二
十
石
岩
手
武
次
郎
（
卯
十
七
）
に
代
替
わ
り
と
思
わ
れ
る
。
な
お
柳
澤
五
郎
右
衛

門
「
慶
応
四
年
御
用
留
」
二
月
二
日
条
に
同
人
と
印
藤
別
書
・
丹
羽
與
太
夫
の
屋
敷
三
角
替
記
事

が
あ
り
、
家
督
相
続
後
に
帰
郡
し
た
と
思
わ
れ
る
。
「
滝―

」
は
不
詳
、
後
段
は
本
来
門
外
で
大

目
付
と
留
守
居
が
控
え
る
べ
き
と
こ
ろ
、
当
時
大
目
付
は
江
戸
屋
敷
に
は
一
名
の
み
で
、
門
内
で

披
露
役
を
行
っ
た
た
め
門
外
控
え
は
留
守
居
の
み
と
な
っ
た
と
い
う
意
味
で
あ
ろ
う
か
。 

 

一 

四
月
三
日
昼
頃
、
御
用
番
松
平
豊
前
守
様
へ 

吉
田―

―

罷
越
、
御
取
次
對
談
左
之
御
届 

書
被
差
出
之 

 
 

 
 

 

松
平
甲
斐
守
養
母
儀
、
在
所
為 

住
居
、
今
日
御
當
地
發
途
被
仕
候 

 
 

 
 

 

甲
斐
守
在
所
二

付
、
此
段
御
届
申
上
候 

以
上 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

御
名
内 

 
 

 
 

 
 
 

 

四
月
三
日 

 
 

 
 

 

吉
田―

―
 

 
 

 

 

（
注
）
松
平
豊
前
守
信
義
は
、
丹
波
亀
山
藩
主
で
四
月
の
当
番
老
中
。
吉
田
は
３
参
照
。 

 

１
０ 

一 

右
御
写
御
用
頼
大
目
付
伊
澤
美
作
守
様
へ 

出
ス 

 

（
注
）
伊
沢
美
作
守
政
義
は
、
三
千
二
百
五
十
石
の
旗
本
。
長
崎
奉
行
時
に
誣
告
（
砲
術
家
の
高
島
秋
帆 

の
会
計
不
正
を
告
発
）
の
件
で
失
脚
し
た
が
、
ペ
リ
ー
来
航
時
の
折
衝
役
を
経
て
、
下
田
奉
行
・
南 

町
奉
行
・
大
目
附
を
歴
任
。
文
久
三
年
九
月
江
戸
城
留
守
居
役
。
当
時
は
大
目
附
で
郡
山
藩
の
御
用 

頼
を
行
っ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
（
６
参
照
）
。 

 

一 

至
而

御
近
親
様
方
江

斗
、
為
御
知
奉
札
出
ス 

 
 

 
 

 

以
手
紙
致
啓
上
候
、
然
者―

―

院
様
御 

事
、
今
朝
御
都
合
能
御
當
地
御
發 

輿
被
成
候
、
右
ニ

付
御
歓
御
使
者
等
之 

儀
、
堅
御
断
為
御
知
旁
、
被
仰
遣
候 

此
段
各
様
迠
、
宜
得
御
意
旨
、
被
仰
付 

候
之
条
、
如
斯
御
座
候
以
上 

 
 

 
 

 
 

 

四
月 

 

（
注
）
当
時
と
し
て
は
、
御
歓
の
使
者
を
派
遣
す
る
の
が
礼
儀
に
な
っ
て
い
た
の
だ
ろ
う
。
そ
の
場
合
当

家
も
饗
応
・
返
礼
品
を
要
す
る
の
で
呉
々
も
心
遣
い
な
き
よ
う
念
押
し
し
て
い
る
。 
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一 

御
当
日
、
当
番
詰
合
之
面
々
、
服
紗
麻 

上
下
着 

一 
御
發
輿
、
御
徒
士
並
以
上
惣
出
仕
、
恐
悦 

申
上
之 

 
 

御
鑓
奉
行
以
上
、
御
用
部
屋
二
而

恐
悦
申 

上
之 

一 

御
徒
頭
以
上
并

御
用
ニ

相
懸
り
候
面
々 

江

斗
、
御
赤
飯
頂
戴
之
処
、
俄
ニ

當 

 
 

番
詰
合
之
面
々
へ
、
御
赤
飯
頂
戴
被
仰 

付
之
、
但
席
外
二
而

も
同
断 

 
 

 

（
注
）
「
御
鑓
奉
行
以
上
」
は
銀
馬
代
と
称
す
る
重
臣 

「
御
徒
頭
以
上
」
は
家
老
支
配
で
目
付
・
勘
定
奉
行
・
書
院
詰
等
の
中
士 

「
大
小
姓
並
以
上
」
は
月
並
出
仕
（
御
目
見
）
で
分
限
帳
（
上
）
に
記
載
の
士
分 

「
御
徒
士
並
以
上
」
は
分
限
帳
（
中
）
に
記
載
の
所
謂
足
軽
身
分
。 

「
席
外
」
が
小
給
人
・
代
官
手
代
・
坊
主
・
同
心
・
女
中
な
ど
分
限
帳
（
下
）
に
記
載
の
者 

こ
こ
で
は
当
番
詰
合
の
者
は
、
席
外
に
つ
い
て
も
特
別
に
赤
飯
頂
戴
の
対
象
と
し
て
い
る
。 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

   

 

    

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

 

 
 

 
 

 
 

文
久
三
癸
亥
年 

 
 

 
 

真
華
院
様 

 
 

 
 

 
 
 

御
發
輿
申
合
帳 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

四
月 

 

１
１ 

一 

民
部
少
輔
様 

彰
太
郎
様
御
家
老
被 

召
呼
、
於
御
年
寄
詰
所
、
左
之
趣
御
書
付
を
以 

可
被
仰
渡
候 

 
 

 
 

 

去
秋
、
被 

仰
出
候
御
趣
も
御
座
候
二

付 

真
華
院
様
御
事
、
郡
山
表
へ
御 

引
移
御
住
居
被
成
度
思
召
候
、
此
段 

誰
々
様
江

可
被
申
上
候 

 

（
注
）
以
下
基
本
的
に
は
前
段
部
分
と
同
様
だ
が
、
一
部
異
な
っ
て
い
る
部
分
が
あ
る
。
詳
細
は
不
明
。 

 

一 

右
為
御
知
、
御
相
談
旁
左
之
御
方
々
様
へ
、
御
使
者 

并

奉
札
を
以
、
可
被
仰
遣
候 

 

 
 一 

松
平
修
理
太
夫
様 

 
 

 
 

同 
 

 

暐
姫
様 

 
 

同 
 

御
惣
客
様 

 
 

真
田
信
濃
守 

様 

 
 

同 
 

 
 

奥
様 

 
 

同 
 

貞
松
院
様 

 
 

戸
田
采
女
正 
様 
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同 
 

 
 

奥
様 

 
 

同 
 

 

左
門
様 

 
 

同 
 

 
 

奥
様 

 
 

同 
 

御
惣
客
様 

 
 

本
多
能
登
守 

様 

 
 

同 
 

 
 

奥
様 

 
 

同 
 

妙
芳
院
様 

 
 

同 
 

御
惣
客
様 

 
 

松
浦
豊
後
守 

様 

 
 

同 
 

 
 

奥
様 

 
 

同 
 

随
仙
院
様 

 
 

戸
澤
上
総
介 

様 

 
 

同 
 

桃
齢
院
様 

 
 

同 
 

御
惣
客
様 

１
２ 

 
 

武
田
大
膳
太
夫
様 

 
 

同 
 

 
 

奥
様 

 
 

同 
 

御
惣
客
様 

 
 

柳
澤
孫
左
衛
門
様 

 

（
注
）
筆
頭
の
松
平
修
理
大
夫
は
、
先
代
藩
主
斉
彬
の
弟
久
光
の
子
で
、
斉
彬
長
女
「
暐
姫
」
婿
養
子
と

し
て
藩
主
と
な
っ
た
忠
義
。
な
お
暐
姫
は
当
時
十
四
歳
で
婚
姻
前
の
た
め
奥
様
と
は
し
て
い
な
い
。 

 
 

な
お
淑
子
と
の
関
係
は
、
淑
子
が
曾
祖
叔
母
（
曾
祖
父
の
妹
）
に
な
る
。
続
い
て
の
「
真
田
貞
松
院
・

本
多
妙
法
院
・
松
浦
随
仙
院
・
戸
澤
桃
齢
院
」
等
に
つ
い
て
は
、
３
・
４
の
（
注
）
参
照
。 

 
 

武
田
大
膳
大
夫
と
柳
澤
孫
左
衛
門
（
不
明
）
の
取
扱
い
が
、
何
故
か
前
段
と
異
な
っ
て
い
る
。 

 
 

ま
た
分
限
帳
に
御
賄
料
（
御
合
力
）
と
し
て
次
の
記
述
が
あ
る
（
ｐ
２
０
７
以
下
）
。 

 
 

 

一
、
四
百
両 

 

真
田
豊
後
守
様
之
御
後
室
様 

 
 

 
 

 
 

貞
松
院
様 

 
 

 

一
、
二
百
両 

 

故
本
多
越
中
守
様
御
後
室
様
（
御
奥
様
） 

 

妙
芳
院
様 

 
 

 

一
、
三
百
俵 
 

松
浦
伊
豫
守
様
之 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

随
仙
院
様 

 
 

 

一
、
三
百
俵 

 

武
田
左
京
太
夫
（
大
膳
太
夫
先
代
） 

 
 

 

舜
山
様 

 
 

 
 

 

一
、
三
千
俵 

 

（
黒
川
藩
主
）
民
部
少
輔
様 

 
 

 
 

 
 

伊
勢
守
様 

 
 

 

一
、
三
千
俵 

 

（
三
日
市
藩
主
） 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

彰
太
郎
様 

 
 

 

一
、
二
十
人
扶
持 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

柳
澤
孫
左
衛
門
様 

 

一 

御
用
番
井
上
河
内
守
様
へ
、
御
留
守
居
御
使
者
を
以 

左
之
通
御
伺
書
、
被
差
出
之 

 
 

 
 

去
秋
被 

仰
出
候
趣
も
御
座
候
二

付 

私
養
母
此
節
在
所
へ
差
遣
住
居
為
致 

 
 

 
 

度
奉
存
候
、
此
段
奉
伺
候 

以
上 

 
 

 
 

 
 

三
月
朔
日 

 
 

 
 

 

御
名 

  
 

 
 

書
面
之
趣
者

、
非
常
人
数
出
手
當
等 

差
支
無
之
候
ハ
ヽ
、
此
節
差
遣
候
而

も 

 
 

 
 

不
苦
候 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 

御
用
頼
大
御
目
付 

一 

伊
澤
美
作
守
様 

 
 

 
 

右
同
断
御
附
札
済
写
奉
札
二
而

御
用 

人
迠
出 

一 
来
ル
弐
日
此
表 

 
 

御
發
途
可
被
遊
旨
、
被
仰
出
候
ハ
ヽ
、
前
以 

為
御
知
被
仰
遣
候
御
方
々
様
并 

 
 

真
華
院
様
御
続
之
御
方
様
、
其
外
御
同 

席
様
方
中
、
為
御
知
奉
札
差
出
可
申
候 
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（
注
）
前
段
で
は
「
二
日
発
途
」
の
予
定
は
な
く
、
三
月
廿
八
日
に
「
三
日
發
輿
」
が
公
表
（
７
参
照
）
。 

 
一 
御
用
番
井
上
河
内
守
様
へ
、
御
留
守
居
御
使
者 

を
以
、
左
之
御
伺
書
被
差
出
之 

私
養
母
儀
、
此
節
在
所
へ
差
遣
、
住
居 

為
致
度
段
、
伺
之
通
御
差
圖
相
済
候
二

付 

 
 

 
 

在
所
へ
差
遣
候
節
、
東
海
道
旅
行
為
致
候 

積
御
座
候
、
然
處
持
病
ニ

眩
暈
有
之 

１
３ 

 
 

 
 

渡
海
難
儀
仕
候
、
依
之
可
相
成
儀
ニ

御
座 

候
ハ
ヽ
、
東
海
道
美
濃
路
通
、
中
山 

道
旅
行
為
仕
度
奉
存
候
、
此
段
奉
伺 

候 

以
上 

 
 

三
月 

 
 

 
 
 

御
名 

通
し
人
馬
相
對
雇
、
又
者

自
己
之
従
者 

而
已

召
連
候
儀
者

格
別
、
継
人
馬
相
雇 

通
行
儀
者

可
被
見
合
候 

  
 

 

（
「
大
」
脱
） 

御
用
頼
御
目
付 

一 

伊
澤
美
作
守
様 

右
同
断
御
附
札
済
写
奉
札
二
而

御 

用
人
迠
出 

 

（
注
）
一
般
に
幕
府
・
藩
に
同
役
職
名
が
あ
る
場
合
は
、
幕
府
「
大
御
目
付
」
・
藩
「
大
目
付
」
等
と
呼

称
を
区
別
し
た
。
さ
ら
に
こ
の
場
合
「
目
付
」
で
あ
れ
ば
「
大
目
付
」
の
下
役
に
な
る
。 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

御
發
輿
御
當
日 

一 

真
華
院
様
御
奥
御
玄
関
ゟ
、
御
長 

屋
通
引
明
ケ
口
ゟ
表
御
門 

御
發
輿
之
事 

 

一 

諸
向
當
番
詰
合
之
面
々
、
麻
上
下 

着
可
仕
候 

一 

御
床
餝
左
之
通 

 
 

 
 

 
 
 

御
小
書
院 

 

御
懸
物 

 

御
卓
香
炉 

 
 

 
 

 
 
 

御
小
座
鋪 

 

御
懸
物 

 

御
卓
香
炉 

１
４ 

一 

表
御
門
番
所
へ
、
御
物
頭
壱
人
可
罷
在
候
、
表 

裏
御
門
左
右
餝
手
桶
差
出
番
人
、
看 

板
羽
織
袴
着
可
仕
候 

 

（
注
）
「
看
板
羽
織
袴
」
と
は
藩
支
給
の
御
仕
着
で
、
下
働
き
の
制
服
の
様
な
も
の
。 

 

一 

民
部
少
輔
様
・
彰
太
郎
様
・
武
田
大
膳 

太
夫
様
、
御
出
被
成
候
ハ
ヽ
、
於
御
小
書
院 

二
汁
五
菜
之
御
料
理
差
上
可
申
候 

御
發
輿
之
節
、
御
奥 

御
対
面
可
被
遊
候 

 

但
當
時
厳
敷
御
省
略
中
二

付
、
一
汁 

五
菜
之
御
料
理
差
上
可
申
候 

附
り 民

部
少
輔
様
當
時
四
ツ
谷
大
木
戸 
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御
勤
番
中
二

付
、
御
出
無
之 

彰
太
郎
様
二
者

御
幼
年
中
二

付 

御
出
無
之
候
間
、
御
料
理
不
及
御
用 

意
候
、
大
膳
太
夫
様
ニ
者

是
迠 

御
對
面
不
被
為
在
候
二

付
、
於 

御
奥 
御
對
面
不
被
遊
候
事 

 

（
注
）
三
日
市
藩
主
の
彰
太
郎
は
当
時
十
歳
頃
と
思
わ
れ
る
（
２
（
注
）
参
照
）
。 

 

一 

御
當
日
御
取
込
二

付
、
御
料
理
不
被 

差
上
候
間 

（
以
下
「
御
用
意
ニ
不
及
候
」
脱
カ
） 

 
 

 
 

 

一 

柳
澤
孫
左
衛
門
様
、
御
出
被
成
候
ハ
ヽ
、
於 

御
小
書
院
四
之
間
、
二
汁
五
菜
御
料
理
、
差 

上
可
申
候 

御
發
輿
之
節
、
於
御
奥 

御
対
面
、
御
玄
関
迠
御
出
可
被
成
候 

 
 

但
、
御
省
略
中
ニ

付
、
一
汁
五
菜
之
御
料
理 

 
 

 
 

 

差
上
可
申
候 

附
り
是
迠 

 
 

 
 

 
 

御
對
面
不
被
為
在
候
ニ

付
、
於 

御
奥 

 
 

 
 

 
 

御
対
面
不
被
遊
候
間
、
御
玄
関
迠
御
出
も 

 
 

 
 

 
 

無
御
座
候
事 

 
 
 

 
 

１
５ 

附
り 御

當
日
御
取
込
ニ

付
、
御
料
理
不
被
差
上
候 

間
、
御
用
意
ニ

不
及
候 

 

（
注
）
柳
澤
孫
左
衛
門
は
親
戚
筋
と
し
て
こ
の
時
期
に
た
び
た
び
登
場
す
る
。 

家
譜
附
録
に
は
次
の
記
述
が
あ
り
、
縁
戚
旗
本
と
思
わ
れ
る
が
、
詳
細
調
査
が
出
来
て
い
な
い
。 

 
 

「
文
久
四
年
（
二
月
廿
一
日
元
治
改
元
） 

 
 

 

五
月
五
日
、
保
申
名
代
柳
澤
孫
左
衛
門
政
信
、
登
于
二
条
。
叙
四
品
。
於
黒
書
院
二
之
間
、

老
中
列
座
、
酒
井
雅
樂
頭
忠
績
伝
旨
」
（
保
申
は
御
所
守
衛
勤
番
中
、
端
午
の
賀
で
参
内
） 

 
 

 
 

 
 

 
 

松
平
修
理
太
夫
様 

 
 

 
 
 

 

松
平
美
濃
守
様 

 
 

真
田
信
濃
守
様 

 
 
 

 
 
 

 
 

中
川
修
理
太
夫
様 

 
 

戸
田
采
女
正
様 

 
 
 

 
 
 

 

戸
田
淡
路
守
様 

 
 

松
平
右
京
亮
様 

 
 
 

 
 
 

 

本
多
能
登
守
様 

 
 

相
馬
大
膳
亮
様 

 
 
 

 
 
 

 

阿
部
主
計
頭
様 

 
 

小
笠
原
佐
渡
守
様 

 
 

 
 
 

 

米
倉
下
野
守
様 

 
 

松
浦
豊
後
守
様 

 
 
 

 
 
 

 

柳
生
但
馬
守
様 

 
 

ゟ
御
附
使
者
被
遣
候
ハ
ヽ
、
御
小
書
院
四
之
間
へ 

 
 

相
通
、
一
汁
五
菜
之
御
料
理
差
出 

 
 

真
華
院
様
御
支
度
冝
時
分
、
於
御
奥 

 
 

御
都
合
冝
場
所
へ
並
居 

 
 

御
直
答
可
被
遊
候
、
披
露
御
用
人 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

肝
煎 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

御
徒
頭 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

給
仕 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

御
徒
士 

 

（
注
）
こ
こ
で
真
華
院
帰
郡
に
関
し
、
使
者
を
遣
わ
す
可
能
性
が
あ
る
諸
大
名
が
連
記
さ
れ
て
い
る
。
当 

然
な
が
ら
３
・
４
・
１
１
・
１
２
に
記
さ
れ
た
松
平
修
理
太
夫
等
で
あ
る
が
、
何
故
か
そ
の
他
の
諸 

家
が
記
さ
れ
て
い
る
の
で
、
一
応
両
家
の
関
係
を
考
察
し
て
お
き
た
い
。
ま
ず
⑤
戸
澤
上
総
介
が
外 

れ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
使
者
を
派
遣
し
な
い
旨
の
確
証
が
あ
っ
た
た
め
で
あ
ろ
う
。
そ
の
他
以
下 
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⑭ 

松
平
美
濃
守 

福
岡
藩
四
十
七
万
石
第
十
一
代
藩
主
（
黒
田
）
長
博
と
思
わ
れ
る
。
彼
は
島
津

重
豪
の
十
三
男
で
、
真
華
院
と
は
兄
妹
の
関
係
に
あ
り
、
特
に
連
絡
は
取
っ
て
い
な
い
が
、
大

身
大
名
で
あ
り
、
万
一
の
使
者
来
訪
を
懸
念
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。 

⑮ 
米
倉
下
野
守 

六
浦
（
武
蔵
金
沢
）
藩
一
万
二
千
石
第
八
代
藩
主
昌
言
と
思
わ
れ
る
。
六
浦
藩 

初
代
（
米
倉
家
四
代
）
藩
主
の
忠
仰
は
吉
保
の
子
で
あ
り
、
第
四
代
昌
賢
の
正
室
は
信
鴻
娘
（
心 

珠
院
浅
子
）
で
あ
る
が
、
何
故
か
連
絡
対
象
に
は
入
っ
て
い
な
か
っ
た
。 

  
 

右
御
使
者
江

御
料
理
差
出
候
節
、
挨
拶
等 

 
 

之
儀
、
御
番
頭
・
御
留
守
居
、
冝
申
合
候 

 
 

 

但
、
厳
敷
御
省
略
中
、
殊
ニ

御
間
席
も
御 

 
 

 
 

 

差
支
ニ

付
、
御
附
使
者
之
儀
、
前
以
厳
敷 

 
 

 
 

 

御
断
可
被
仰
遣
候
、
若
押
而

被
仰
遣
候
ハ
ヽ 

 
 

 
 

 

直
ニ

御
返
答
申
述
、
為
引
取
可
申
候 

 

（
注
）
色
々
と
用
意
の
基
準
を
述
べ
て
い
る
が
、
結
論
は
一
切
お
受
け
し
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。 

 

一 

両
御
末
家
様
・
武
田
大
膳
太
夫
様
ゟ
御
附
使
者 

 
 

被
遣
候
ハ
ヽ
、
御
留
守
居
詰
所
ニ

お
ゐ
て 

一
汁
三
菜
之
御
料
理
可
被
下
置
候 

御
發
輿
之
節
、
御
白
砂
程
能
場
所
へ 

並
居
御
見
立
可
仕
候 

 
 
 

 
 
 

 

１
６ 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

肝
煎 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

御
留
守
居
下
役 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

給
仕 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

坊
主 

 
 

 

右
御
使
者
へ
御
料
理
差
出
候
節
、
挨
拶
等 

 
 

 

之
儀
、
御
番
頭
・
御
留
守
居
、
宜
申
合
候 

 
 

 
 

但
、
厳
敷
御
省
略
中
、
殊
ニ

御
間
席 

 
 

 
 

 
 

も
御
差
支
ニ

付
、
御
附
使
者
之 

 
 

 
 

 
 

儀
、
前
以
厳
敷
御
断
可
被
仰
遣
候 

 
 

 
 

 
 

若
押
而

被
仰
遣
候
ハ
ヽ
、
直
ニ 

 
 

 
 

 
 

御
返
答
申
述
、
為
引
取
可
申
候 

 

一 

両
御
末
家
様
・
武
田
様
ゟ
御
附
使
者
被 

 
 

遣
候
ハ
ヽ
、
御
留
守
居
詰
所
ニ

お
ゐ
て 

 
 

一
汁
三
菜
之
御
料
理
可
被
下
置
候 

 
 

御
發
輿
之
節
、
御
白
砂
程
能 

 
 

場
所
へ
並
居
御
見
立
可
仕
候 

肝
煎 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

御
留
守
居
下
役 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

給
仕 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

坊
主 

 
 
 
 
 

但
、
此
御
料
理
不
及
用
意
、
若
早
朝
ゟ
罷
越 

 

 
 

 
 

 

手
間
取
候
ハ
ヽ
、
懸
合
支
度
可
被
下
置
候 

 

（
注
）
こ
の
部
分
は
重
複
し
て
お
り
、
最
後
の
「
懸
合
支
度
」
で
拒
否
の
旨
が
強
調
さ
れ
て
い
る
。 

９
両
家
家
部
分
添
書
き
「
掛
合
支
度
」
と
同
義
か
。 

 
一 
御
附
使
者
等
へ
御
料
理
差
出
候
節
、
相
之
間
役 

 
 

引
請
宜
申
合
候 

一 

右
之
外
、
御
親
類
様
方
へ
御
附
使
者
之
儀
、
不
一
ト 

１
７ 

 
 

通
厳
敷
御
断
被
仰
遣
候
得
共
、
若
押
而

被 
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遣
候
ハ
ヽ
、
其
段
御
番
頭
・
御
留
守
居
へ
御
取
次 

 
 

申
達
候
上
、
取
斗
可
申
候 

一 
御
發
輿
之
節
、
御
奥
御
玄
関
迠
、
御
用
人 

 
 

御
先
立
可
仕
候 

一 

御
居
間
ニ
而

御
年
寄
・
御
用
人
、
御
祝
儀 

 
 

可
申
上
候 

 
 

 

但
、
御
當
日
者

御
取
込
二

付
、
前
廣 

 
 

 
 

 

御
目
見
被 
仰
付
候
事 

 

（
注
）
「
前
廣
（
ま
え
び
ろ
）
」
は
前
も
っ
て
、
先
立
っ
て
の
意
味
で
あ
り
、
年
寄
等
の
祝
儀
の
言
上
は 

前
日
ま
で
に
済
ま
せ
る
こ
と
と
し
た
も
の
。 

 

一 

右
以
下
御
徒
士
並
以
上
、
惣
出
仕
御
祝
儀 

 
 

可
申
上
候
、
端
御
家
老 

 

（
注
）
「
端
（
た
だ
す
）
」
役
は
家
老
が
行
う
と
い
う
意
味
だ
ろ
う
か
。 

 

一 

御
徒
士
並
以
上
之
面
々 

 
 

御
奥
御
玄
関
前
ゟ
御
道
筋
程
克
場 

 
 

所
江

罷
出 

御
見
立
可
申
上
候 

 
 

 

但
、
御
取
合
御
年
寄 

 

（
注
）
「
取
合
」
も
「
端
」
同
様
の
意
味
か
。 

 

一 

大
目
付
・
御
留
守
居
、
表
御
門
外
左
右
江

可
罷
出
候 

 

（
注
）
９
の
配
置
と
矛
盾
す
る
が
、
こ
れ
は
本
来
そ
う
あ
る
べ
き
こ
と
を
示
し
た
も
の
か
。 

一 

御
年
寄
・
御
用
人 

 
 

御
奥
御
玄
関
前
へ
可
罷
出
候 

一 

御
鑓
奉
行
以
上
、
御
白
砂
南
之
方
へ
可
罷 

 
 

出
候 

 

（
注
）
御
鑓
奉
行
以
上
は
銀
馬
代
と
称
す
る
重
臣
（
御
留
守
居
・
大
目
付
よ
り
上
席
）
で
あ
る
が
、
上
席

の
年
寄
・
用
人
は
前
条
玄
関
前
で
あ
る
か
ら
、
江
戸
屋
敷
に
は
用
人
並
か
番
頭
の
若
干
名
の
み
。 

 

一 

御
發
輿
前
夜
ゟ 

御
發
輿
相
済 

 
 

候
迠
、
御
屋
敷
内 

御
成
之
節
々
通
、
火
之 

 
 
 

 

 
 

番
廻
り
可
申
合
候 

一 

御
發
輿
後
、
御
供
ニ
而

罷
越
候
面
々
、
獨 

 
 

身
者
御
長
屋
、
御
徒
目
付
、
小
人
目
付
召
連 

 
 

火
之
元
等
吟
味
可
仕
候 

 

（
注
）
江
戸
勤
番
者
に
は
阿
部
の
よ
う
に
代
々
勤
も
い
た
が
、
交
代
勤
の
単
身
赴
任
者
も
多
く
、
行
列
御

供
で
帰
郡
す
る
場
合
、
そ
の
空
部
屋
管
理
が
重
要
で
あ
っ
た
。 

 

一 

御
發
輿
被
遊
候
段 

 
 

御
国
許
江

御
用
状
差
出
可
申
候 

１
８ 

一 

御
發
輿
前
為
御
祝
儀
、
為
御
取
替
左 

之
通 

 
 

 
 

 
 
 

殿
様
江 

 
 

 
 

 
 
 

真
華
院
様
ゟ
御
使
者 

 
 

 
 

 
 
 

 

干
鯛 

一
折 

御
奥
御
用
達
御
鑓
合 
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真
華
院
様
江 

 
 

 
 

 
 
 

殿
様
ゟ
御
使
者 

 
 

 
 

 
 
 

 

干
鯛 

一
折 

御
品
御
鑓
合 

 
右
之
通
、
為
御
取
替
可
被
成
候 

一 

御
發
輿
相
済
候
段
、
至
而

御
近
親
様 

 
 

 

方
江

為
御
知
、
奉
札
差
出
可
申
候 

一 
 
 

 
 
 

 
 

月
桂
寺 

 
 

右 

御
發
輿
前
御
参
詣
可
被
遊
候 

一 

真
華
院
様
江

御
祝
御
膳
差
上
候
儀 

 
 

郡
代
・
御
勘
定
奉
行
、
宜
申
合
相
伺 

 
 

可
申
候 

一 

御
家
老
始
、
例
之
面
々
其
外
御
用
向 

 
 

相
勤
候
面
々
江

、
御
赤
飯
可
被
下
置
候 

一 

御
次
向
并

御
奥
向
、
其
外
御
祝
儀
事 

 
 

之
節
、
御
酒
・
吸
物
被
下
置
候
分
、
御
赤 

 
 

飯
可
被
下
置
候 

１
９ 

 
 

 
 

別
段
ニ

留
記
ス 

 
 

 
 

御
徒
頭
以
上
迠
、
御
赤
飯
被
下
置
候
処
、
俄
ニ 

 
 

 
 

当
番
詰
合
之
面
々
一
同
へ
、
被
下
置
候
事 

 

（
注
） 

１
０
参
照
。 

  
 

四
月
廿
七
日
夕
七
ツ
時
前
弐
分 

一 

真
華
院
様 

御
城
着
被
遊
候
二

付
、
左
之 

 
 

 
 

御
方
々
様
江

為
御
知 

 

一 

両
御
末
家
様 

 
 

 
 

武
田
大
膳
太
夫
様 

孫
左
衛
門
様 

 
 

 
 

松
平
修
理
太
夫
様 

松
浦
豊
後
守
様 

 
 

 
 

戸
澤
上
総
介
様 

本
多
能
登
守
様 

 
 

 
 

真
田
信
濃
守
様 

 
 

有
馬
中
務
大
輔
様 

御
続
柄
ニ

不
拘
、
先
様
ゟ
為
御
知 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

参
り
候
二

付
出
ス 

 

  
 

 
 

以
手
紙
致
啓
上
候
、
然
者

真
華
院
様 

 
 

 
 

御
事
、
御
道
中
無
御
滞
、
先
月
廿
七
日 

 
 

 
 

郡
山
表
江

御
着
駕
被
成
候
、
右
為
御
知 

 
 

 
 
―
―

様
江

被
仰
遣
候
、
此
段
宜
可
得
御
意 

 
 

 
 

旨
、
甲
斐
守
様
被
仰
付
越
候
、
如
斯
御 

 
 

 
 

座
候
以
上 

 
 

 
 

 
 
 

五
月
十
一
日 

 

（
注
）
四
月
廿
七
日
、
真
華
院
無
事
着
城
と
共
に
、
そ
の
旨
を
各
家
に
出
状
連
絡
し
た
も
の
。
有
馬
中
務

大
輔
は
特
に
親
類
関
係
も
な
い
が
何
故
か
先
方
か
ら
照
会
が
あ
り
、
特
に
出
状
し
た
も
の
か
。 

 
 

そ
れ
ぞ
れ
の
段
階
で
、
連
絡
す
べ
き
諸
家
が
微
妙
に
変
化
（
戸
田
采
女
正
が
欠
落
）
し
て
い
る
こ
と

に
注
意
。 

 

一 

両
御
末
家
様
ゟ
干
鯛
御
目
六
斗 

 
 

 

（
注
）
「
御
目
六
斗
」
は
江
戸
屋
敷
に
は
「
御
目
録
の
み
」
と
い
う
こ
と
だ
ろ
う
か
。 
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２
０ 

         
 

 
 

 
 

 
 

 
文
久
三
癸
亥
年 

 
 

 

真
華
院
様 

 
 

 
 

 
 

御 

道 

中 

御 
行 

列 

帳 

  
 

 
 

 
 

 
 

 

三
月
御
道
中
方
ニ
而

出
来
シ 

      

（
注
）
こ
の
行
列
帳
は
御
発
輿
に
先
立
っ
て
道
中
方
で
作
成
さ
れ
た
も
の
で
、
道
中
の
実
質
的
責
任
者
で

あ
る
「
御
駕
籠
脇
組
頭
」
阿
部
軍
内
に
示
さ
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。 

 

２
１ 

          
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

同
心
壱
人 

 
 

 
 
 

 
 

 

御
先
挟
箱 

 
 

御
徒
士 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

老
女 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

手
代
共
弐
人 

〇
小
人
目
付 

〇
乗
物 

両
掛 

折
掛 

〇 
 

 
 

 
 

 

御
徒
士 

 
 

 
 

 
 
 

 

四
人 

 

壱
人 

 
 

壱
人 

 
 

 
 

 
 

 
 

草
り
取 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

御
先
挟
箱 

 
 
 
 

御
徒
士 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

壱
人 

 

〇
折
掛
相
合
壱
ツ 

 
 

手
代
共
弐
人 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

但
、
御
先
供 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

御
着
城 

    

（
注
）
先
頭
の
「
小
人
目
付
」
は
所
謂
「
露
払
」
で
路
上
の
通
行
人
等
に
注
意
を
喚
起
す
る
も
の
。 

た
だ
し
江
戸
市
中
は
勿
論
、
道
中
路
上
で
も
「
下
に
下
に
」
等
と
い
う
こ
と
は
あ
り
得
な
い
。
通
行
人 

も
少
し
道
を
開
け
る
程
度
で
土
下
座
は
勿
論
の
こ
と
下
座
も
行
わ
な
い
の
が
通
例
。
た
だ
行
列
を
妨
害 

す
る
よ
う
な
行
為
は
厳
し
く
罰
せ
ら
れ
る
こ
と
が
あ
っ
た
。 



 18 

２
２ 

          
 

 
 

 
 

御
徒
目
付 

 
 

 
 
 

 

〇
御
駕
篭
脇 

 
 
 
 

奥
御
用
達 

 

御
添
役 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

御
陸
尺
拾
人 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

御
徒
士 

 

御
長
刀 

 
 

〇
御
駕
篭
脇 

 
 

御
輿 

 
 

棒
頭
壱
人 

 
 

 
 

 
 
 

手
代
共
弐
人 

 

御
徒
士 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

〇
御
駕
篭
脇 
 

 

奥
御
用
達 

 
 

御
添
役 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

 

御
發
輿
之
節
、
品
川
迠
并 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

但
、
御
駕
篭
脇
并

増
御
供
御
發
輿 

 

之
節
、
尼
ヶ
辻
ゟ
惣
御
供
之
事 

 
 

 
 

 
 

之
節
、
品
川
迠
并

御
城
着
之
節 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

尼
ヶ
辻
ゟ
惣
御
供
之
事 

   

（
注
）
何
度
も
注
意
書
き
が
あ
る
が
、
こ
の
行
列
形
態
は
品
川
迄
の
江
戸
府
内
及
び
郡
山
城
下
に
お
け
る 

 
 

正
式
の
も
の
で
、
そ
の
中
間
に
お
い
て
は
経
費
節
減
の
た
め
多
く
の
省
略
が
な
さ
れ
て
い
た
。 

  

２
３ 

       
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

但
、
御
蓑
箱
御
發
輿
之
節
品
川
迠
并

御
城 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

着
之
節
、
尼
ヶ
辻
ゟ
為
御
持
ニ
相
成
候
事 

  
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

此
草
り
取
小
使
ニ
而

勤
ル 

〇
増
御
供 

〇
増
御
供 

 
 

 
 
 

御
草
り
取 

 
 
 
 
 
 

才
領
兼 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

壱
人 

 
 

 
 

奥
御
用
達
書
役 

 
 

 
 

御
鎗 

 
 

 

御
蓑
箱 

 
 

 
 

〇
御
茶
弁
當 

 
 

 
 

 
 
 

 

手
代
共
弐
人 

 

手
代
共
弐
人 

 
 

 
 

 
 

手
代
共
弐
人 

〇
増
御
供 

〇
御
廣
式
番 

 
 

 

御
傘
壱
人 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

 

但
、
御
添
役
両
人
御
供
相
勤
候
節
者

御
廣
式
番
壱
人
、
御
廣
式
番 

 
 

 

両
人
御
供
相
勤
候
節
者

御
添
役
壱
人
、
右
申
合
御
供
相
勤
候
事 
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２
４ 

           
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
乗
物
三
挺
江

附
添
同
心
相
合
弐
人 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

御
中
老 

御
中
老
格 

御
側
女
中 

御
鉄
漿
壺 

御
両
掛 

御
桐
油
箱 

〇
乗
物 
〇
同 

〇
同 

両
掛 

 

手
代
共
弐
人 

手
代
共
弐
人 

手
代
共
弐
人 

 

四
人 

 
 

四
人 

 

四
人 

 

壱
人 

草
り
取
弐
人 

 
相
合 

 

相
合 

   
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

両
掛
・
折
懸
共 

六
荷
江

相
合 

三
張 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 

 

（
注
）「
御
鉄
漿
（
お
は
ぐ
ろ
）
」
は
当
時
既
婚
女
性
が
歯
を
黒
く
染
め
る
た
め
に
用
い
た
染
料
。 

「
桐
油
」
は
桐
か
ら
抽
出
し
た
植
物
油
で
、
紙
に
塗
り
重
ね
る
こ
と
で
、
防
湿
油
紙
と
し
て
用
い
ら 

 
 

れ
勘
弁
な
雨
具
と
し
て
も
利
用
さ
れ
た
。 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 

２
５ 

           
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

奥
御
用
達 

 
 
 
 

同
若
黨 

御
添
役 

具
足
櫃 

 
 

 
 

 
 

 

同 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

同 
 

折
掛 

同 

同 
 

〇
小
人
目
付 

同
勢 

壱
人 

壱
人 

壱
人 

壱
人 

 
 

壱
人 

 
  

奥
御
用
達 

 

同
若
黨 

御
添
役 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

具
足
櫃 

 
 

 
 

 
 

 

同 
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２
６ 

     

御
国
勝
手
之
大
小
姓
並
以
上 

 

立
帰
、
御
駕
籠
脇
と
も 

     
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

挟
箱
持 

 
 

六
人 

 
 

 

草
り
取
拾
壱
人 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

内
訳
奥
御
用
達
弐
人 

 
 

 

但
奥
御
用
達
ゟ 

鎗
持
七
人 

 
 

 
 

御
添
役 

 
 

 
 
 

 
 

御
駕
籠
脇
迠 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

御
駕
籠
脇
五
分
ツ
ヽ
弐
人 

 
 

壱
人
ツ
ヽ
ニ
而

七
人 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

増
御
供 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

増
御
供
ゟ
御
先
迠 

 

内
訳 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

御
先
弐
分
五
厘
ツ
ヽ
弐
人 

 
 
 

五
分
ツ
ヽ
相
合
四
人 

 
 

奥
御
用
達
弐
人 

但
、
御
廣
式
番
并

御
先
之
内
ニ
而

も 

 
 

 

御
添
役 

弐
人 

 
 

御
国
勝
手
之
大
小
姓
並
以
上
ニ
而 

 
 

 

御
駕
籠
脇
三
人 

 
 

御
供
相
勤
候
節
者

鎗
為
持
候
事 

       

２
７ 

           

○小
合
羽
篭
・
折
懸
相
合
壱
ツ 

折
懸 

弐
荷 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

若
党 

 

（
科
） 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

弐
人 

 
 

 
 
 

本
道
御
医
師 

薬
箱 

外
料 

合
羽
篭 

弐
荷 

但
草
り
取 

壱
人 

 
 

長
刀 

 

駕
籠 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

弐
人 

手
廻
り 

九
人 

 
 

 

壱
人 

 
 

 

三
人 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

両
懸 

 

弐
人 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

草
り
取 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

桐
油
箱
持
弐
人 

相
合 

 
 

内 
 

 
 

 
 

 
 

手
廻
り
持
廻
し
弐
人 

 
 

壱
荷
半
御
陸
尺
・
棒
頭
共
拾
壱
人 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

半
荷 

小
人
目
付 

 

弐
人 

 
 

 
 

 

御
用
役
書
役 

弐
人 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

  

（
注
）「
本
道
」
は
現
在
の
総
合
医
で
、
ほ
ぼ
内
科
医
に
ち
か
い
。
外
科
医
よ
り
格
上
と
み
ら
れ
て
い
た
。 

 

な
お
「
外
料
」
は
「
外
科
」
と
同
意
で
用
い
ら
れ
る
こ
と
も
あ
っ
た
が
、「
本
道
」
よ
り
軽
ん
ず
る
意
味 

が
あ
り
、
分
限
帳
で
は
全
て
「
外
科
」
と
表
記
し
て
い
る
の
で
（ 

）
と
し
た
。 
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２
８ 

           
 

若
黨 

薬
箱 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

若
黨
鎗 

 
 

 
 

 
 

御
医
師
両
人
相
合 

 
 

 
 

奥
御
用
達 

駕
篭 

 

折
掛 

 
 

具
足
櫃 

 
 

駕
篭 
 
 

挟
箱 

 

折
掛 

 
 

三
人 

 
 

壱
人 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

三
人 

 
 

 

壱
人 

 
 

壱
人 

 
 

草
り
取 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

草
り
取 

          
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

２
９ 

        
 

   

外
ニ 

 
 

御
用 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

御
用
人 

若
黨 

鑓 

 
 

両
掛
弐
荷 

 
 

具
足
櫃 

 
 

駕
籠 

 
 

草
り
取 

 

折
掛 

 
 

 
 

 

弐
人 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

若
黨 

挟
箱 

 
 

 
 

壱
人 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 

四
人 
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３
０ 

           
 

 
 

 

御
行
列
方 

若
黨
鑓 

草
り
取 

 
 

 
 

使
同
心 

元
方
御
中
間
頭
兼
ル 

 
 

 
 

 
 

御
目
付 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

御
用
物
持
壱
人 

折
掛 

 

駕
篭 

小
人
目
付 

挟
箱 

折
掛 
 

御
役
人 

 
 

壱
人 

 
 

三
人 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

壱
人 

 
 

 
 

 

御
用
挟
箱
壱
人 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

使
同
心 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

但
、
被
下
物
御
目
付
附 

 
 

 

但
、
此
使
同
心
御
駕
籠
廻 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

小
人
目
付
相
勤
之 

 
 

 
 

 

御
挑
灯
弐
張
持
人
兼
之 

         

３
１ 

          

御
入
ケ
方 

若
党
鑓 

 
 

 
 

 
 

 
 

御
本
陣
固 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

御
目
付 

 
 

 
 

 
 

 

押 
 

 

伊
藤
幸
八 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

駕
篭
三
人 

草
り
取 

折
掛 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

御
用
両
掛
弐
荷 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

壱
人 

 

押 
 
 

松
本
良
助 

 
 

 
 

 

弐
人 

 
 
 
 
 
 

小
人
目
付
挟
箱 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

此
押
御
駕
籠
廻
御
挑
灯 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

弐
張
持
人
兼
之 

     
 

 

＊
松
本 

○分
中
５ 

 

御
徒
目
付
三
十
五
石 

 
 

 

辰
三
十
八
才 

 
 

 
 

伊
藤 

○分
２
５
５ 

松
之
間
席
四
十
五
石
役
十
俵 

辰
四
十
八
才
（
真
華
院
様
御
賄
役
兼
） 
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３
２ 

         
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

 
 

御
小
弁
當 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

御
料
理
人 

 
 

両
掛
壱
荷 

 
 

仲
番
壱
人 

 
 

同
壱
人 

 
 

 

同
心
壱
人 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

深
町
留
五
郎 

 
 

壱
人 

御
側
女
中 

 
 

御
小
姓 

 
 

御
次
女
中 

 

御
料
理
人
助
勤 

 
 
 

 
 

駕
篭 

 
 

 
駕
籠 

 
 

 

駕
籠 

 

石
原
織
蔵 

 
 

 
 

 
 

 

三
人 

 
 

 
 

 

三
人 

 
 

 
 

三
人 

 
 

 
 

同
下
役 

 
 
 

御
用
両
掛 

壱
人 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 

石
川
才
治 

     
 

 
 

 

 

＊
深
町 

○分
３
２
７ 

馬
廻
席
四
十
石 

辰
三
十
四
才
（
真
華
院
様
附
お
料
理
人
兼
役
） 

 
 

石
原 

○分
２
５
５ 

松
之
間
席
四
十
五
石 

辰
四
十
才 

 
 

 

石
川 

○分
中
５
０ 

御
徒
士
並
四
両
二
分
二
人
扶
持 

辰
三
十
八
才 

  

３
３ 

          

同
心
壱
人 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

引
纏 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

同 
 

 
 

 

同
人 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

牧
野
藤
太
郎 

駕
籠 

両
掛
三
荷 

折
掛
弐
荷 

 

三
人 

 
 

三
人 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

川
邊
左
馬
蔵 

 
 

 
 

但
相
合 

壱
人 

 
 

但
相
合
壱
ツ 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

    
 

 

＊
牧
野 

○分
３
４
９ 

大
小
姓
並
三
十
五
石 

辰
五
十
四
才 

 
 

 
 
 

川
辺 

○分
中
２
４ 

勘
定
衆 

三
十
五
石 

辰
四
十
三
才 
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３
４ 

 
 

真
華
院
様
、
御
道
中
東
海
道
美
濃 

 
 

路
通
、
御
休
泊
御
供
割
御
本
陣
詰 

 
 
 

 

（
注
）
駕
籠
脇
は
次
の
通
り 

組
頭 

 
 

 
 

 

阿
部
軍
内 

 

○分
１
８
９ 

御
書
院
詰
四
十
石 

辰
三
十
八 

 
 

 

御
駕
籠
脇 

 
 

 
野
崎
縑
之
助 

○分
１
３
８ 

御
使
番 

六
十
石 

辰
三
十
五 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
松
本
覚
之
助 

○分
１
９
６ 

書
院
詰
三
人
扶
持 

辰
三
十
二 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

明
石
千
二
郎 

○分
１
８
６ 

明
石
藤
太 

関
係
か
？ 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

伏
木
兼
助 

 
○分
３
４
１ 

大
小
姓
組
四
十
石 

辰
三
十
九 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

金
丸
源
蔵 

 

○分
３
６
６ 

金
丸
鍵
太
郎 

関
係
か
？ 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

＊
「
縑
之
助
」
は
分
限
帳
に
合
わ
せ
「
鎌
之
助
」
と
す
る
。 

 
 

四
月
三
日 

一 

川
崎
御
泊 

 
 
 

 
 

 
 
 

千
二
郎 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

兼
助 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

覚
之
助 

 
 

 
 

 
 

 
 

御
本
陣
詰 

 
 

 
 

源
蔵 

 

（
注
）
前
年
の
保
申
入
部
で
は
幸
橋
か
ら
十
里
の
戸
塚
初
泊
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
四
里
の
川
崎
初
泊
で

あ
り
、
次
泊
が
戸
塚
で
あ
る
。
即
ち
概
ね
倍
の
時
間
を
か
け
て
道
中
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。 

 

一 

神
奈
川
御
休 

 
 

 
 

 
 
 

千
二
郎 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

兼
助 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

覚
之
助 

 

同
月
四
日 

一 

戸
塚
御
泊 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

源
蔵 

 

＊
川
崎
か
ら
六
里 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

鎌
之
助 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

軍
内 

 
 
 
 
 
 
  
 
 

 
 
 
 

御
本
陣
詰 

 
 

 
 
 
 

千
二
郎 

 

一 

藤
澤
御
休 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

源
蔵 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

鎌
之
助 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
  

 
 

軍
内 

  
 

同
月
五
日 

一 

大
磯
御
泊 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

千
二
郎 

 

＊
戸
塚
か
ら
六
里
三
丁 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

兼
助 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

覚
之
助 

 
 

 
 

 
 
 

 

御
本
陣
詰 

 
 

 
 
 
 
 

鎌
之
助 

 

一 

梅
沢
御
休 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

千
二
郎 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

兼
助 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

覚
之
助 

 

（
注
）
梅
沢
は
大
磯
・
小
田
原
宿
の
間
に
あ
っ
た
間
宿 

  
 

同
月
六
日
・
七
日
御
逗
留 

一 

小
田
原
御
泊 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

源
蔵 

 
 

＊
大
磯
か
ら
四
里 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

鎌
之
助 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

軍
内 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

兼
助 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 

＊
「
御
本
陣
詰
」
欠
カ 

 
 

同
月
八
日 
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一 

湯
本
福
住
屋
福
蔵 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

千
二
郎 

 

＊
小
田
原
か
ら
一
里
半 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

御
泊 

 
 

 
 

兼
助 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

覚
之
助 

（
注
）
湯
本
「
萬
翠
楼
福
住
屋
」
は
現
存
す
る
。
特
別
な
逗
留
で
あ
る
。 

 

３
５ 

一 

箱
根
御
休 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

源
蔵 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 

鎌
之
助 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
  

 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 

軍
内 

  
 

同
月
九
日 

一 

三
嶋
御
泊 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

千
二
郎 

 

＊
湯
本
か
ら
六
里
半 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

兼
助 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

覚
之
助 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

御
本
陣
詰 

 
 
 
 
 
 
 

軍
内 

 

一 

原
御
休 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

千
二
郎 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

兼
助 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

覚
之
助 

  
 

同
月
十
日 

一 

吉
原
御
泊 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

源
蔵 

 
 

＊
三
島
か
ら
六
里
六
丁 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

鎌
之
助 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

軍
内 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

御
本
陣
詰 

 
 
 
 
 

覚
之
助 

 

一 

蒲
原
御
休 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

源
蔵 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

鎌
之
助 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

軍
内 

  
 

同
月
十
一
日 

一 

興
津
御
泊 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

千
二
郎 

 

＊
吉
原
か
ら
六
里
六
丁 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

兼
助 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

覚
之
助 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

御
本
陣
詰 

 
 

 
 

源
蔵 

 

一 

府
中
御
休 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

千
二
郎 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

兼
助 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

覚
之
助 

  
 

同
月
十
二
日 

一 

鞠
子
御
泊 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

源
蔵 

 
 

＊
興
津
か
ら
五
里
十
六
丁 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

鎌
之
助 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

軍
内 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

御
本
陣
詰 

 
 
 
 
 
 

千
二
郎 

 

３
６ 

一 

藤
枝
御
休 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

源
蔵 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

鎌
之
助 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

軍
内 

  
 

同
月
十
三
日 

一 

金
谷
御
泊 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

千
二
郎 

 

＊
鞠
子
か
ら
六
里
三
十
丁 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

兼
助 
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覚
之
助 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

御
本
陣
詰 

 
 
 
 
 

鎌
之
助 

 
一 
掛
川
御
休 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

千
二
郎 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

兼
助 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

覚
之
助 

  
 

同
月
十
四
日 

一 

袋
井
御
泊 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

源
蔵 

 

＊
金
谷
か
ら
五
里
二
十
三
丁 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

鎌
之
助 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

軍
内 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

御
本
陣
詰 

 
 
 
 
 

兼
助 

 

一 

見
附
御
休 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

源
蔵 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

鎌
之
助 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

軍
内 

  
 

同
月
十
五
日 

 
 

 
 

 
 
 

 

一 

濱
松
御
泊 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

千
二
郎 

＊
袋
井
か
ら
五
里
二
十
五
丁 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

兼
助 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

覚
之
助 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

御
本
陣
詰 

 
 
 
 

軍
内 

 

一 

舞
坂
御
休 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

千
二
郎 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

兼
助 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

覚
之
助 

 

 
 

同
月
十
六
日 

一 

白
須
賀
御
泊 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

源
蔵 

＊
浜
松
か
ら
五
里
十
八
丁
（
海
一
里
） 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

鎌
之
助 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

軍
内 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 

御
本
陣
詰 

 
 

覚
之
助 

 

一 

吉
田
御
休 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

源
蔵 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

鎌
之
助 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

軍
内 

 

３
７ 

 
 

同
月
十
七
日 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

一 

赤
坂
御
泊 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

千
二
郎 

＊
白
須
賀
か
ら
七
里
二
丁 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

兼
助 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

覚
之
助 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

御
本
陣
詰 

 
 

源
蔵 

 

一 

岡
崎
御
休 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

千
二
郎 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

兼
助 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

覚
之
助 

  
 

同
月
十
八
日 

 
 

 
 

 
 
 

 
一 
池
鯉
鮒
御
泊 

 
 

 
 

 
 
 

 

源
蔵 

 

＊
赤
坂
か
ら
七
里
二
十
八
丁 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

鎌
之
助 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

軍
内 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

御
本
陣
詰 

 

千
二
郎 
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一 

鳴
海
御
休 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

源
蔵 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

鎌
之
助 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

軍
内 

  
 

同
月
十
九
日 

一 

宮
御
泊 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

千
二
郎 

＊
池
鯉
鮒
か
ら
四
里
十
六
丁 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

兼
助 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

覚
之
助 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

御
本
陣
詰 

 

鎌
之
助 

 

（
注
）
こ
こ
か
ら
東
海
道
を
離
れ
、
美
濃
路
を
通
る
こ
と
に
な
る
。 

 

一 

清
須
御
休 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
千
二
郎 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

兼
助 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
  

 
 
 

 
 
 
 
 
 

覚
之
助 

  
 

同
月
廿
日 

 
 

 
 

 
 

 

一 

起
シ
御
泊 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

源
蔵 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

鎌
之
助 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

軍
内 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

御
本
陣
詰 

 

兼
助 

 

（
注
）
美
濃
路
の
宿
場
で
、
現
在
の
一
宮
市
起
（
お
こ
し
）
に
あ
る
。 

 

一 

大
垣
御
休 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

源
蔵 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

鎌
之
助 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

軍
内 

（
注
）
大
垣
は
戸
田
家
城
下
で
現
藩
主
氏
彬
の
嫡
母
親
子
（
没
？
）
は
重
豪
娘
で
真
華
院
姉
だ
が
特
記
事

項
は
な
い
。 

  
 

同
月
廿
一
日 

一 

垂
井
御
泊 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

千
二
郎 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

兼
助 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

覚
之
助 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

御
本
陣
詰 

 

軍
内 

 

３
８ 

一 

柏
原
御
休 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

千
二
郎 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

兼
助 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

覚
之
助 

  
 

同
月
廿
二
日 

一 

醒
井
御
泊 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

源
蔵 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

鎌
之
助 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
 

軍
内 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

御
本
陣
詰 

 
 

覚
之
助 

（
注
）
こ
の
一
帯
は
郡
山
藩
領
で
あ
る
が
、
特
記
事
項
は
な
い
。 

 

一 

高
宮
御
休 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

源
蔵 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

鎌
之
助 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

軍
内 

  
 

同
月
廿
三
日 

一 

愛
知
川
御
泊 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
二
郎 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

兼
助 
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覚
之
助 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

御
本
陣
詰 

 
 

源
蔵 

 
一 
武
佐
御
休 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

千
二
郎 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

兼
助 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

覚
之
助 

  
 

同
月
廿
四
日 

一 

守
山
御
泊 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

源
蔵 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

鎌
之
助 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

軍
内 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

御
本
陣
詰 

 

千
二
郎 

 

一 

草
津
御
休 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

源
蔵 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

鎌
之
助 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

軍
内 

  
 

同
月
廿
五
日 

一 

大
津
御
泊 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

千
二
郎 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

兼
助 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

覚
之
助 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

御
本
陣
詰 

 

鎌
之
助 

（
注
）
大
津
に
は
郡
山
藩
蔵
屋
敷
が
あ
る
が
、
特
記
事
項
は
な
い
。 

 

一 

宇
治
御
休 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

千
二
郎 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

兼
助 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

覚
之
助 

 

３
９ 

 
 

同
月
廿
六
日 

 

一 

長
池
御
泊 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

源
蔵 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

鎌
之
助 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

軍
内 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

御
本
陣
詰 

 
 

兼
助 

 

一 

尼
ヶ
辻
御
休 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

源
蔵 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

鎌
之
助 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

軍
内 

 
 

廿
七
日 

 
 

 

御
城
着
惣
御
供 

  
 

 
 

右
之
通
御
座
候 

御
駕
籠
脇 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

覚 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

組
頭
兼
被
仰
付
之 

阿
部
軍
内 

 
 

 
 

 

御
駕
籠
脇 

 
 

 

野
崎
鎌
之
助 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 

松
本
覚
之
助 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 

明
石
千
二
郎 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 

伏
木
兼
助 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 

金
丸
源
蔵 

 

 
 

 

真
華
院
様
御
国
居
被
遊
候
節
、
立
帰 

 
 

 
御
供
被
仰
付
候 

 
 

 
 

 
三
月
十
五
日 

４
０ 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

（
「
陣
」
脱
カ

） 
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一 

御
休
・
御
泊
割
、
御
本
詰
書
附
御
道 

中
方
御
目
付
へ
差
出
申
候 

 
 

 
 

 

覚 
一 
鑓
持 

 
 

 
 
 

 

六
人 

一 

両
掛
持 

 
 

 
 

 
 

壱
人 

 
 

 
 

 
 
 
 

右
之
通
ニ

御
座
候 

但
正
人
足 

 
 

 
 

 
 

三
月
御
駕
籠
脇 

 
 

 
 

 
 
 

 
覚 

一 

御
国
表
ニ
而

逗
留
所
無
御
座
候
、
右
之
通 

 
 

御
座
候 

 
 

 

但
、
右
之
書
付
御
道
中
方
御
目
付
へ
差
出 

 

（
注
）
こ
の
行
列
の
人
足
・
中
間
の
う
ち
で
、
領
内
調
達
の
正
人
足
は
僅
か
に
七
人
か
。 

 
 

ま
た
阿
部
軍
内
等
の
江
戸
詰
藩
士
に
は
、
城
下
に
逗
留
す
べ
き
縁
戚
は
存
在
し
な
か
っ
た
も
の
か
。 

  
 

 
 

 
 
 

 

覚 

一 

金
弐
分
、
銀
八
匁
弐
分
五
厘
也 

 
 

 
 

右
者

当
春 

 
 

 
 

真
華
院
様
御
国
居
被
遊
候
節
、
立
帰 

 
 

 
 

御
供
被
仰
付
候
ニ

付
、
御
物
成
八
度
上
納
為 

 
 

 
 

拝
借
受
取
申
候 

以
上 

 
 

 
 

 
 

亥 

 
 

 
 

 
 
 

 

三
月―

―
―
―

〇 

 
 

 
 

 
 
 

御
金
方
中 

 

 

４
１ 

一 

金
弐
分
、
銀
八
匁
五
分
為
御
手
当 

 
 

 

受
取
申
候 

一 

上
下
三
人
五
分 

 

阿
部
軍
内 

 
 

 
 

此
休
泊
旅
籠
代
鐚
三
拾
九
〆
九
百
四
拾
四
文 

 
 

 
 

 
 

内 

 
 

 
 

鐚
拾
貫
六
拾
文 

但
、
二
十
三
休 

一
休
上
下
共 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

百
弐
拾
四
文
ツ
ヽ 

 

 
 

 
 
 

同
弐
拾
九
貫
八
百
八
拾
文 

 

 
 

 
 

 
 

但
、
二
十
二
泊 

一
泊
上
四
百
文 

下
三
百
八
十
文
ツ
ヽ 

 
 

 

継
馬
壱
疋 

 
 

 
 

 

此
馬
銭
七
〆
三
百
四
文 

 
 

 

〆
鐚
四
拾
七
貫
弐
百
四
拾
八
文 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

両
ニ 

六
〆
六
百
八
拾
文 

 
 

 
 

此
金
七
両
、
鐚
四
百
六
十
四
文 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

丹
後
屋
ゟ
受
取 

  
 

五
月
二
日
郡
山
表
ゟ 

一 

明
三
日
六
時
出
立
致
候
旨
、
組
頭
へ
届
申
候 

一 

今
日
内
々
ニ
而

七
時
過
ゟ
出
立 

 
 

同
日 

一 

か
も
泊 

４
２ 

 
 

五
月
三
日 

一 
つ
げ
泊 

 
 

同
月
四
日 

一 

四
ケ
市
泊 

 
 

同
月
五
日 

一 

ち
里
う
泊 
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同
月
六
日 

一 

吉
田
泊 

 
 

同
月
七
日 

一 
濵
松
泊 

 
 

同
月
八
日 

一 

金
谷
泊 

 
 

同
月
九
日 

一 

興
津
泊 

 
 

同
月
十
日 

一 

ぬ
ま
つ
泊 

 
 

同
月
十
一
日 

一 

小
田
原
泊 

 
 

同
月
十
二
日 

一 

戸
塚
泊 

 
 

同
月
十
三
日 

一 

江
戸
着
、
御
上
屋
敷
へ
六
時
着
致
候 

 
 

御
目
付
・
組
頭
へ
届
ニ

罷
出
候 

 
 

同
月
十
四
日 

一 

今
日
四
時
ゟ
御
番
頭
詰
所
へ
罷
出
、
無
滞 

 
 

罷
帰
候
旨
届
致
候
、
大
目
付
へ
届
手
紙 

４
３ 

 
 

 
 

 
 
 

 

覚 

一 

金
七
両 

 

阿
部
軍
内 

 
 

同
壱
両 

 
 

〆
金
八
両 

両
ニ

六
〆
四
百
五
十
三
文 

 
 

此
相
場
違
、
鐚
壱
〆
八
百
廿
四
文 

 

 
 

此
金
壱
分
、
鐚
弐
百
拾
壱
文 

 
 

 

 

一 

上
下
三
人
五
分 

 
 

 

此
泊
旅
籠
代
違 

 

但
二
十
二
泊 

一
泊 

上
百
二
十
八
文
七
分 

 

下
七
十
四
文
九
分 

 
 

 

鐚
七
〆
百
四
十
七
文 

 

両
ニ

六
〆
六
百
八
十
文 

 
 

 

此
金
壱
両
、
鐚
四
百
六
十
四
文 

 

一 

上
下
三
人
五
分 

 
 

 

此
休
泊
旅
籠
代
、
鐚
四
〆
八
百
弐
四
文 

 
 

 
 

 

内 

 
 

 

鐚
八
百
七
拾
弐
文 

 
 

 

但
二
休
、
一
休
上
下
共
百
弐
四
文
ツ
ヽ 

 
 

 

同
三
〆
九
百
四
拾
八
文 

但
二
泊
、
一
泊
上
六
百
文 

下
五
百
四
十
八
文 

 
 

 

〆
鐚
四
〆
八
百
弐
拾
四
文 

但
平
均 

両
ニ

六
〆
五
百
十
六
文 

 
 

 
 

 
 

 
 

此
金
弐
分
弐
朱 鐚

七
百
五
十
文 

 
 

 
 

（
完
） 


